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令和７年１２月３日判決言渡 

令和６年（行ケ）第１００７７号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和７年９月２４日 

判          決 

 5 

 

原       告        オシム・インターナショナル・ 

                 ピーティーイー・リミテッド 

 

同訴訟代理人弁護士        三 縄  隆 10 

同                松 村  啓 

同訴訟代理人弁理士        丹 治  彰 

同                阿 部 達 彦 

同                高 橋 史 生 

同                野 村  進 15 

 

被       告        ファミリーイナダ株式会社 

 

同訴訟代理人弁理士        坂 本  寛 

同                溝 口 希 望 20 

主          文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は、原告の負担とする。 

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０

日と定める。 25 

事 実 及 び 理 由 
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第１ 請求 

 特許庁が無効２０２０－８０００５６号事件について令和６年３月２６日に

した審決のうち、特許第６６６２７６７号の請求項１、４ないし６、８ないし

１３に係る部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 5 

１ 特許庁における手続の経緯等 

⑴ 原告は、平成２５年（２０１３年）６月３日を国際出願日として、発明の

名称を「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」とする発

明について特許出願（以下、この特許出願に添付された明細書を「本件明細

書」といい、図面と併せて「本件明細書等」という。）をし、令和２年２月10 

１７日、特許権の設定登録を受けた（特許第６６６２７６７号。請求項の数

１７。特許権の設定登録がされた時点における特許請求の範囲の記載は、別

紙１特許公報の【特許請求の範囲】の箇所に記載のとおりである。以下、こ

の特許を「本件特許」という。）。（甲１４の１） 

⑵ 被告は、令和２年５月２９日、本件特許について特許無効審判（無効２０15 

２０－８０００５６号）を請求し（以下「本件無効審判請求」という。）、

特許庁は、令和３年４月２０日、結論を「本件審判の請求は、成り立たない。」

とする審決（甲５０。以下「第１次審決」という）をした。 

被告は、本件無効審判請求において、複数の無効理由を主張したが、その

うちの一つとして、本件特許の各請求項に記載された発明は、甲１の１（米20 

国特許出願公開第２０１１／００５５７２０号明細書。甲１の１には、別紙

３（抜粋）の記載がある。）に記載された発明及び公知技術、技術常識ない

し周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、

特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから、

それらの特許は、同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきであると主25 

張した。 
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⑶ 被告は、令和３年５月２８日、第１次審決の取消しを求める訴訟（以下「前

訴」という。）を知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）に提起

した。 

⑷ 知財高裁は、令和４年６月２８日、前訴につき、第１次審決を取り消すと

する判決（以下「前訴判決」という。）をした。前訴判決はその後確定し、5 

本件審判請求に係る審判手続が再開した。（甲５１） 

⑸ 原告は、令和４年８月１８日、特許法１３４条の３に基づく訂正の申立て

をした。原告は、同年９月２１日付けで訂正請求書を提出し、令和５年４月

１７日付け手続補正書により、上記訂正請求書に記載した事項について補正

した（以下、令和５年４月１７日付け手続補正書により補正された令和４年10 

９月２１日付け訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。本件訂正は特

許請求の範囲の訂正であり、本件明細書等は訂正の対象とされていない。本

件訂正後の特許請求の範囲の記載は後記２のとおり。）。（甲５２、５５） 

⑹ 特許庁は、令和６年３月２６日、「特許第６６６２７６７号の特許請求の

範囲を、令和５年４月１７日付け手続補正書に添付された訂正特許請求の範15 

囲のとおり、訂正後の請求項〔１～１３〕、〔１４～１７〕について、訂正

することを認める。特許第６６６２７６７号の請求項１、４～６、８～１３

に係る発明についての特許を無効とする。特許第６６６２７６７号の請求項

２、３、７、１４～１７に係る発明についての特許に対する審判請求を却下

する。」との審決（以下「本件審決」という。）をし（附加期間９０日）、20 

その審決の謄本は同年４月４日に原告に送達された。 

⑺ 原告は、令和６年８月１日、本件審決のうち、特許第６６６２７６７号の

請求項１、４ないし６、８ないし１３に係る部分の取消しを求める本件訴訟

を提起した。 

２ 本件訂正前及び本件訂正後の各特許請求の範囲の記載 25 

本件訂正前の特許請求の範囲の記載は、特許権の設定登録がされた時点にお
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ける特許請求の範囲の記載であって、別紙１特許公報の【特許請求の範囲】の

箇所に記載のとおりである（前記１⑴。以下、本件訂正前の特許請求の範囲の

請求項１ないし１７に記載された発明を、請求項の番号に応じてそれぞれ「本

件訂正前発明１」ないし「本件訂正前発明１７」という。）。 

本件訂正後の特許請求の範囲の記載は以下のとおりである（下線部は本件訂5 

正による訂正箇所を示す。以下、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１ない

し１３に記載された発明を、請求項の番号に応じてそれぞれ「本件訂正発明１」

ないし「本件訂正発明１３」といい、これらをまとめて「本件訂正発明」とい

う。）。なお、請求項２、３、７及び１４ないし１７は、本件訂正により削除

された。 10 

⑴ 請求項１ 

マッサージ装置であって、 

マッサージ部と、 

リモートコントローラと、 

前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、 15 

前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマイクロコ  

ントローラとを備え、 

前記マイクロコントローラは、 

 前記マッサージ装置において最初から利用可能なマッサージプログラ

ムを保存する第１のメモリと、 20 

 外部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラ

ムを保存する第２のメモリとを備え、 

前記リモートコントローラは、前記第１のメモリまたは前記第２のメモリ

に保存されたマッサージプログラムと関連付けられているアイコンのグラフ

ィカルコンテンツを保存する内部メモリを備え、 25 

前記マイクロコントローラは、 
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 前記外部装置と接続し、 

 前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラム

のプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコ

ンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受

信して前記マッサージプログラムを前記第２のメモリに保存し、 5 

前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの

前記グラフィカルコンテンツとを復号し、 

前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコン

の前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモ

リに保存し、 10 

前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前

記第２のメモリに保存する 

ように構成され、 

前記リモートコントローラは、 

 前記内部メモリに保存された前記アイコンの前記グラフィカルコンテ15 

ンツを表示し、 

 前記表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取り、 

 前記表示されたアイコンに対する前記ユーザの操作を受け取ったこと

に応答して、 

 前記第２のメモリに保存された前記復号されたマッサージプログラム  20 

を選択するために前記リモートコントローラから前記マイクロコントローラ  

に信号を送信する 

ように構成され、 

前記マイクロコントローラは、 

 一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して25 

前記復号されたマッサージプログラムを実行する 
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ように構成される、マッサージ装置。 

⑵ 請求項４ 

前記マッサージ装置が無線通信インターフェースをさらに含み、前記マイ

クロコントローラが前記無線通信インターフェースを経由して前記マッサー

ジプログラムを前記外部装置から受信する、請求項１に記載のマッサージ装5 

置。 

⑶ 請求項５ 

前記無線通信インターフェースはブルートゥースインターフェースおよ

び／またはWi-Fiインターフェースを含む、請求項４に記載のマッサージ装

置。 10 

⑷ 請求項６ 

前記マイクロコントローラが前記マッサージプログラムを前記外部装置

から受信する際に経由するユニバーサルシリアルバスインターフェースをさ

らに含む、請求項１に記載のマッサージ装置。 

⑸ 請求項８ 15 

前記アイコンは、ビットマップファイルとして定義されている、請求項１  

に記載のマッサージ装置。 

⑹ 請求項９ 

前記リモートコントローラは、前記マッサージプログラムを実行するため  

に選択可能な、前記内部メモリに保存された前記アイコンを表示するように  20 

機能するディスプレイ画面を有する、請求項１に記載のマッサージ装置。 

⑺ 請求項１０ 

マッサージチェアとして構成された、請求項１に記載のマッサージ装置 

⑻ 請求項１１ 

マッサージ関連サービスを提供するシステムであって、 25 

請求項１に記載のマッサージ装置と、 
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第１および第２のサーバコンピュータと、 

 前記マッサージプログラムを購入するために前記第１のサーバコンピ

ュータと取引を実施し、 

前記マッサージプログラムを前記第２のサーバコンピュータからダウン  

ロードし、 5 

前記マッサージプログラムを前記マッサージ装置に転送する 

ように機能する端末装置と 

 を備える、システム。 

⑼ 請求項１２ 

前記端末装置は、インターネット接続を介して前記第２のサーバコンピュ  10 

ータから前記マッサージプログラムをダウンロードし、ブルートゥース接続  

を介して前記ダウンロードされたマッサージプログラムを前記マッサージ装  

置に転送するように機能する、請求項１１に記載のシステム 

⑽ 請求項１３ 

前記マッサージプログラムは、前記マッサージ装置により復号可能な暗号  15 

化された形式で、前記端末装置にダウンロードされる、請求項１１に記載の

システム。 

３ 本件無効審判請求で主張された無効理由 

原告は、本件無効審判請求において、次の無効理由を主張した。 

⑴ 無効理由１（サポート要件違反） 20 

本件特許の各請求項に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載したも

のではなく、特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていないもので

あるから、それらの特許は同法１２３条１項４号に該当し、無効とすべきも

のである。 

⑵ 無効理由２（実施可能要件違反） 25 

本件特許の発明の詳細な説明は、本件特許の各請求項に記載された発明を
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当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではなく、

特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていないものであるから、そ

れらの特許は同法１２３条１項４号に該当し、無効とすべきものである。 

⑶ 無効理由３（原文新規事項の追加） 

外国語特許出願に係る特許である本件特許の願書に添付した特許請求の5 

範囲の記載は、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範

囲又は図面に記載した事項の範囲内にないから、本件特許は、特許法１８４

条の１８の規定によって読み替える同法１２３条１項５号に該当し、無効と

すべきものである。 

⑷ 無効理由４（進歩性欠如） 10 

本件特許の各請求項に記載された発明は、甲１の１（米国特許出願公開

第２０１１／００５５７２０号明細書）に記載された発明及び公知技術、技

術常識ないし周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた

ものであり、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないも

のであるから、それらの特許は、同法１２３条１項２号に該当し、無効とす15 

べきである。 

⑸ 無効理由５（明確性要件違反） 

本件特許の各請求項に記載された発明は不明確であり、特許法３６条６項

２号に規定する要件を満たしていないものであるから、それらの特許は、同

法第１２３条第１項４号に該当し、無効とすべきものである。 20 

４ 第１次審決の理由等 

第１次審決は、無効理由１ないし５のいずれも理由がなく、無効理由１ない

し５によって本件特許を無効とすることはできないと判断した。 

このうち、無効理由４（進歩性欠如）につき、第１次審決は、甲１の１に記

載された発明は次の⑴ア及びイのとおりであると認定し（以下、後記⑴ア記載25 

の発明を「甲１発明１」という。）、本件訂正前発明１と甲１発明１との一致
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点及び相違点は次の⑵アないしウのとおりであると認定し、このうち相違点１

（後記⑵イ）における本件訂正前発明１に係る構成は、当業者が容易に想到し

得るものとはいえず、相違点２について検討するまでもなく、本件訂正前発明

１は、甲１発明１及び公知技術、技術常識ないし周知技術に基づいて、当業者

が容易に発明をすることができたものであるとはいえないと判断した。（甲５5 

０、５１） 

⑴ 甲１の１に記載された発明 

ア 甲１発明１ 

「治療用健康装置１００であって、 

治療機構２６０、２６５と、 10 

タブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０と、 

前記治療機構２６０、２６５と接続された主データ処理装置２００とを

備え、 

前記主データ処理装置２００は、 

外部計算装置と接続し、 15 

プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指

示言語からなる治療プログラムまたはシーケンスであって、パスワードを

用いてタグ付けされた治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算

装置からパスワードを入力してダウンロードし、 

前記治療用健康装置１００を動作させるための前記治療プログラムま20 

たはシーケンスを使用する、 

治療用健康装置１００。」 

イ 甲１発明２ 

「タブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０及び主データ処

理装置２００を備える治療用健康装置１００を動作させるための方法で25 

あって、 
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電子設備から外部計算装置へ、治療プログラムまたはシーケンスを転送

するステップと、 

前記外部計算装置と前記治療用健康装置１００との間の接続を、前記外

部計算装置によって、確立するステップと、 

前記治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算装置から前記治5 

療用健康装置１００に、前記外部計算装置によって、転送するステップと、 

前記治療プログラムまたはシーケンスを、前記治療用健康装置１００の

前記主データ処理装置２００によって、使用するステップと、 

を含む、方法。」 

⑵ 本件訂正前発明１と甲１発明１の対比 10 

ア 一致点 

「マッサージ装置であって、 

マッサージ部と、 

リモートコントローラと、 

前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、 15 

前記駆動部と接続されたマイクロコントローラとを備え、 

前記マイクロコントローラは、 

 外部装置と接続し、 

 前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラ

ムのプログラムコードを、前記外部装置から受信して、 20 

 一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介し

てマッサージプログラムを実行する 

ように構成される、マッサージ装置。」 

イ 相違点１ 

駆動部と接続されたマイクロコントローラによる処理に関し、本件訂正25 

前発明１は、マッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサー
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ジプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、

暗号化された形式で外部装置から受信して前記マッサージプログラムを

メモリに保存し、前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと

前記アイコンのグラフィカルコンテンツとを復号し、前記アイコンを前記

リモートコントローラに保存させており、マッサージ部を介して実行され5 

る前記マッサージプログラムが「復号された」ものであるのに対し、甲１

発明１は、マッサージプログラムのプログラムコードと、マッサージプロ

グラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化

された形式で前記外部装置から受信しているかは明らかでなく、マッサー

ジプログラムをメモリに保存しているかも明らかでなく、外部装置から受10 

信したマッサージプログラムとアイコンのグラフィカルコンテンツとを

復号しているかも明らかでなく、アイコンをリモートコントローラに保存

させているかも明らかでなく、したがって、マッサージ部を介して実行さ

れるマッサージプログラムが「復号された」ものであるかも明らかでない

点。 15 

ウ 相違点２ 

マイクロコントローラに関し、本件訂正前発明１は、縮小命令セットコ

ンピュータであるのに対し、甲１発明１は、縮小命令セットコンピュータ

であるかは明らかでない点。 

５ 前訴における取消事由と前訴判決の判断の概要 20 

⑴ 前訴における取消事由 

ア 取消事由１ 

本件訂正前の請求項１の原文新規事項の判断の誤りないし理由不備（無

効理由３関係） 

イ 取消事由２ 25 

本件訂正前の請求項１４の原文新規事項の判断遺脱（無効理由３関係） 
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ウ 取消事由３ 

本件訂正前発明１ないし１３のサポート要件の判断の誤り（無効理由１

関係） 

エ 取消事由４ 

本件訂正前発明１４ないし１７のサポート要件の理由不備（無効理由１5 

関係） 

オ 取消事由５ 

明確性要件の判断の誤り（無効理由５関係） 

カ 取消事由６ 

実施可能要件の判断の誤り（無効理由２関係） 10 

キ 取消事由７ 

進歩性の判断の遺脱ないし審理不尽（無効理由４関係） 

ク 取消事由８ 

甲２及び甲３の記載事項から把握される技術の認定の誤り（無効理由４

関係） 15 

ケ 取消事由９ 

相違点の判断の誤り（無効理由４関係） 

⑵ 前訴判決の判断の概要 

前訴判決は、取消事由１ないし７（上記⑴アないしキ）は理由がないが、

取消事由８及び９は理由があるから、第１次審決には取り消すべき違法があ20 

ると判断した。 

前訴判決は、甲１の１には、前記４⑴ア、イのとおりの甲１発明１及び甲

１発明２が記載されていると認定し、本件訂正前発明１と甲１発明１との相

違点は、前記４⑵イ、ウに記載の相違点１及び２のとおりであると認定した。

その上で、前訴判決は、本件訂正前発明１は、甲１発明１並びに甲２及び甲25 

３に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、
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甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術に基づいて、当業

者が容易に発明をすることができたものであり、進歩性の要件を充足しない

と判断した。 

６ 本件審決の判断の要旨 

本件審決の判断の要旨は、別紙２「本件審決の判断の要旨」に記載のとおり5 

である。 

⑴ 甲１に記載された発明の認定 

本件審決は、別紙２の２のとおり、甲１の１に次の発明（以下「甲１発明」

という。）が記載されていると認定した。この甲１発明は、第１次審決及び前

訴判決が認定した甲１発明１に相当するが、甲１発明１（前記４⑴ア）とは10 

記載の異なる部分がある。 

「治療用健康装置１００であって、 

治療機構２６０、２６５と 

タブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０と、  

前記治療機構２６０、２６５と接続された主データ処理装置２００とを15 

備え、 

前記主データ処理装置２００は、 

外部計算装置１７０と接続し、 

プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指

示言語からなる治療プログラムまたはシーケンスであって、パスワードを20 

用いてタグ付けされた治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算

装置１７０からダウンロードし、 

前記治療用健康装置１００を動作させるための前記治療プログラムま

たはシーケンスを使用する、 

治療用健康装置１００。」 25 

（本件審決が認定した上記甲１発明は、第１次審決及び前訴判決が認定した
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甲１発明１（前記４⑴ア）と比べると、第１次審決及び前訴判決が認定した

甲１発明１では「外部計算装置」とされていたところが、上記甲１発明では

「外部計算装置１７０」とされている点、第１次審決及び前訴判決が認定し

た甲１発明１では「パスワードを用いてタグ付けされた治療プログラムまた

はシーケンスを前記外部計算装置からパスワードを入力してダウンロード5 

し、」とされていたところが、上記甲１発明では「パスワードを用いてタグ

付けされた治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算装置１７０から

ダウンロードし、」とされている点が異なる。） 

⑵ 本件訂正発明１と甲１発明の対比 

本件審決は、本件訂正発明１と甲１発明との一致点及び相違点を、別紙２10 

の３のとおり認定した。 

⑶ 相違点についての容易想到性の判断及び効果の検討 

本件審決は、本件訂正発明１と甲１発明との相違点についての容易想到性

を別紙２の４⑴、⑵のとおり判断し、本件訂正発明１の効果について別紙２

の４⑶のとおり判断した。 15 

⑷ 本件訂正発明１の進歩性に関する判断の結論 

本件審決は、本件訂正発明１の進歩性に関する判断の結論について、別紙

２の５のとおり判断した。 

⑸ 本件訂正発明４ないし６、８ないし１３に関する判断 

本件審決は、本件訂正発明４ないし６、８ないし１３のそれぞれに関し、20 

甲１発明との対比、相違点についての容易想到性、発明の効果、進歩性に関

する判断の結論を、別紙２の６⑴ないし⑼のとおり判断した。 

７ 原告の主張する取消事由 

原告が主張する取消事由は、甲１の１に基づく本件訂正発明１の進歩性判断

の誤りであり、具体的には以下のとおりである。 25 

⑴ 取消事由１ 
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甲１発明と本件訂正発明１との対比の誤り 

ア 取消事由１⑴ 

「治療プログラムまたはシーケンス」の対比の誤り 

イ 取消事由１⑵ 

「外部計算装置１７０」の対比の誤り 5 

⑵ 取消事由２ 

相違点１の判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

１ 取消事由１⑴（「治療プログラムまたはシーケンス」の対比の誤り）について 

〔原告の主張〕 10 

⑴ 本件審決は対比において、「甲１発明の『治療プログラムまたはシーケンス』

が『主データ処理装置２００』によって『使用』されることは、当該『治療

プログラムまたはシーケンス』が『主データ処理装置２００』によって実行

可能なものであると理解できることから、甲１発明の『主データ処理装置２

００』によって『使用』される『治療用健康装置１００を動作させるための15 

治療プログラムまたはシーケンス』と、本件訂正発明１の『縮小命令セット

コンピュータである』『前記マイクロコントローラによって実行可能な』『マ

ッサージプログラムのプログラムコード』とは、『マイクロコントローラによ

って実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード』である限りにお

いて一致する。」と認定した（本件審決第８の６⑶ア(ｴ)、審決書８９頁７～20 

１５行)。 

しかし、甲１の１の記載によれば、「治療プログラム又はシーケンス」は、

「プログラミング言語に類似したテキストベースの治療ウェルネスデバイス

のコマンド言語を使用する」ことにより、ユーザーが「外部計算装置」で「構

成」し、または、「治療用健康装置に命令する」ユーザーが「外部計算装置」25 

で「定義」するものである。 
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したがって、甲１の１の「治療プログラム又はシーケンス」とは、「プログ

ラミング言語」のソースコードで記述されるコンピュータプログラムではな

く、一般に複数の工程からなる「治療」の計画（「治療用健康装置」の一連の

操作）を指すというべきである（「プロのプログラマーではないユーザー」が

「構成」するものは、「プログラミング言語」のソースコードで記述されるコ5 

ンピュータプログラムではあり得ない。コンピュータプログラムを「定義」

するという表現は行われない。）。「治療プログラム」を「シーケンス」と言い

換えていることも、このことを裏付けている。 

他方、本件訂正発明１の「マッサージプログラムのプログラムコード」と

は、正に「コード」と表現されているとおり、「プログラミング言語」のソー10 

スコードで記述されるコンピュータプログラムを指す。本件明細書に「マッ

サージプログラムのコードを機械が実行可能な形式に変換し」（段落【００３

１】）との記載があることも、このことを裏付けている。 

「ソースコード」とは、人間がプログラミング言語で記述したテキストで、

実行させるためには、コンパイラやアセンブラによって、機械（計算機＝コ15 

ンピュータ）が直接理解でき実行可能な形式に、変換する必要があるテキス

トである。これは、変換後の「オブジェクトコード」とは異なる。また、「ソ

ースコード」や「オブジェクトコード」と文言で明示されることなく、単に

「コード」という場合は、「ソースコード」を指す(甲５８、１１)。 

甲１発明の「治療プログラム又はシーケンス」は、本件訂正発明１の「マ20 

ッサージプログラムのプログラムコード」とは、異なるものであり、本件審

決の上記認定は誤りである。 

⑵ 本件審決では、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正が認められ、

本件訂正発明は、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加され発明の要

旨が変更されたものとなった。したがって、訂正前の特許請求の範囲に基づ25 

く発明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は遮断され、前訴判決の拘束力
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は本件審決に及ばない。前訴判決の拘束力が本件審決に及ぶとした本件審決

の判断は誤りである。 

ただし、前訴判決の拘束力が及ぶとして本件審決が挙げた判示事項（別紙

２の１）は、本件訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断であ

って、本件審決は、この範囲に限って拘束力が及ぶと判断したと解する余地5 

があるが、仮にそのように解したとしても、原告の主張は上記判示事項と無

関係である。 

以上のとおり、拘束力に関する被告の主張は失当である。 

〔被告の主張〕 

⑴ア 取消事由１についての原告主張は、本件訂正発明１と甲１発明との対比10 

に認定判断の誤りがある、というものである。 

ここで、進歩性の判断における本件発明と引用発明との対比は、本件発

明と引用発明との間において「一致又は相当する事項」を明らかにするた

めに行われるものであって、この対比の結果、「一致又は相当する事項」が、

本件発明と引用発明との「一致点」として認定される。 15 

すなわち、取消事由１についての原告主張は、対比の認定判断の誤りを

いうことで、本件審決の認定した「一致点」の認定に誤りがある、とする

ことにつながる主張である。 

しかしながら、「一致点」の認定に誤りがあるとすることにつながる主張

は、取消判決である前訴判決の拘束力により許されない。 20 

本件審決が認定した「一致点」は、前訴判決が認定した「一致点」と完

全に同じである。したがって、本件審決が認定した「一致点」は、正しく、

前訴判決の拘束力に従ったものである。そして、「一致点」を導くために行

われる対比においても、取消判決の拘束力が及び「一致点」が導かれるよ

うになされた本件審決の対比は、適切なものであり、誤りはない。 25 

イ 取消事由１⑴における原告の主張は、本件審決の認定した「一致点」に
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おける「マッサージプログラムのプログラムコード」が一致点ではなく、

本件審決の認定した「一致点」には「マッサージプログラムのプログラム

コード」についての認定の誤りがある、とすることにつながる主張である。 

しかし、「マッサージプログラムのプログラムコード」が「一致点」であ

ることには、取消判決の拘束力が及ぶ。したがって、拘束力に従って、「マ5 

ッサージプログラムのプログラムコード」が「一致点」として認定される

ように、甲１発明と本件訂正発明１との対比を行った本件審決は、適切な

ものであり、誤りはない。 

ウ 本件特許の特許請求の範囲の記載について本件訂正がされているが、本

件訂正によっても影響を受けない範囲における前訴判決の認定判断につ10 

いては拘束力が及ぶ。被告が取消事由１について主張している拘束力は、

前訴判決における一致点の認定判断についてのものであり、この一致点は

本件訂正の前後で同一であり、本件訂正によって影響を受けないから、拘

束力は遮断されない。 

仮に、拘束力が及ばないとしても、本件訂正後の審決取消訴訟において、15 

上記一致点についての認定判断を原告が争うことは、訴訟上の信義則に反

するから、それに対しては、拘束力に準ずる効力が認められるべきである。 

⑵ 甲１発明の「治療プログラム」に関し、甲１の１の段落［００７１］等の

記載によれば「治療」は「マッサージ」を含むものであるから、甲１発明の

「治療プログラム」が「マッサージプログラム」に相当することは明らかで20 

ある。そして、「治療プログラム」は、プログラムであるから、治療プログラ

ムを記述したものは「プログラムコード」にほかならない。 

原告は、本件訂正発明１の「マッサージプログラムのプログラムコード」

における「コード」という用語に依拠して、本件訂正発明１の「マッサージ

プログラムのプログラムコード」は、プログラミング言語のソースコードで25 

記述されるコンピュータプログラムを指す、とも主張する。 
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しかし、「コード」という用語は、プログラムに関して、ソースコード以外

にも、オブジェクトコード、マイクロコードなどにも用いられる用語である

（甲８の４９１頁右欄「②図CISCからRISCへ」）から、「プログラムコード」

を、プログラミング言語のソースコードであると限定的に解釈する理由はな

い。 5 

「プログラムコード」に関し、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌する

と、本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００３１】には「マッサージプ

ログラムのコードを機械が実行可能な形式に変換し、次いで、マッサージプ

ログラムコードとアイコンをそれぞれ、メモリ１３６とリモートコントロー

ラ１５０に保存し得る。」（二重下線及び波線下線は本判決において付したも10 

のである。）と記載されている。この記載によれば、「プログラムコード」な

いし「プログラムのコード」という用語は、「機械が実行可能な形式に変換さ

れる前のもの」（二重下線のプログラムのコード）を表現するために用いられ

ているだけでなく、「機械が実行可能な形式に変換された後のもの」（波線下

線のプログラムコード）を表現するためにも用いられている。 15 

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌すれば、本件訂正発明

１の「プログラムコード」は、「機械が実行可能な形式に変換される前のもの」

及び「機械が実行可能な形式に変換された後のもの」の双方を包含するもの

として解釈するのが相当であり、「機械が実行可能な形式に変換される前の

もの」（原告の主張によれば「ソースコード」）のみを指すわけではない。 20 

上記の解釈は、技術常識からも裏付けられる。すなわち、技術常識を示す

乙１（ＩＴ用語辞典e-Words）によれば、「プログラムコード」又は「コード」

とは、「人工言語を用いてコンピュータに解釈あるいは実行させることを目

的として作成された命令やデータ」である。 

⑶ 仮に、甲１発明の「治療プログラム又はシーケンス」が本件訂正発明１の25 

「マッサージプログラムのプログラムコード」とは異なるものであるとして
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も、その相違は微差にすぎず、甲１の「治療プログラム又はシーケンス」を、

本件訂正発明１の「マッサージプログラムのプログラムコード」とすること

は、単なる設計的事項にすぎないから、当業者が容易になし得たものであり、

そのことにより、格別な効果を奏するものではないから、本件審決の結論に

誤りはない。 5 

２ 取消事由１⑵（「外部計算装置１７０」の対比の誤り）について 

〔原告の主張〕 

⑴ア 本件審決は、「甲１発明の『タブレットコンピュータまたはスマートフォ

ン１９０』は、リモートコントロールボックス１６０の代わりに治療用健

康装置１００を制御することが可能であるから、本件訂正発明１の『リモ10 

ートコントローラ』に相当する」（以下、この認定を「認定Ａ」という。）、

「甲１発明の『外部計算装置１７０』は、治療プログラム又はシーケンス

を治療用健康装置１００に送信するものであるから、本件訂正発明１の『外

部装置』に相当する」（以下、この認定を「認定Ｂ」という。）と、それぞ

れ認定した（本件審決第８の６⑶ア(ｱ)、審決書８８頁２７～３３行）。 15 

イ 認定Ａの構成「１９０」に関し、甲１の１には、本件審決も引用してい

るとおり、以下の記載がある。 

「 As illustrated in FIG. 1, a therapeutic wellness device in data 

communication with either a local or remote external computing unit 

170, 190 may be controlled from that unit in addition to or instead of a 20 

traditional handheld remote control box 160.」（日本語訳：図１に示すよ

うに、ローカルまたはリモートのいずれかの外部計算装置１７０、１９０

とデータ通信する治療用健康装置は、従来の手持ちリモートコントロール

ボックス１６０に加えて、またはその代わりに、その外部計算装置から制

御され得る。）（段落［００４７］） 25 

「Although control via an external computing unit 170 or 190 can 
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replace a hardwired handheld remote control box 160, the therapeutic 

wellness device may also be configured to accept commands from both 

control sources.」（日本語訳：外部計算装置１７０または１９０を介した

制御は、ハードワイヤードの手持ちリモートコントロールボックス１６０

を置き換えることができるが、治療用健康装置は、両方の制御ソースから5 

のコマンドを受け入れるように構成することもできる。）（段落［００４９］） 

以上の記載によれば、認定Ａのように、甲１の１の構成「１９０」を本

件訂正発明１の「リモートコントローラ」に相当すると認定するのであれ

ば、「治療用健康装置」と「データ通信」して「治療用健康装置」を「制御」

する構成として構成「１９０」と並列に掲げられている構成「１７０」に10 

ついても、本件訂正発明１の「リモートコントローラ」に相当すると認定

されるべきである。 

ウ 上記の点に留意しつつ、認定Ｂについてみるに、甲１の１で、「治療プロ

グラム又はシーケンス」を「治療用健康装置１００に送信」することに関

しては、本件審決も引用するとおり、以下の記載がある。 15 

「Programs or sequences of therapeutic wellness device commands for 

various therapies, such as massage and related activities and 

configurations, can be defined and used in connection with the external 

computing unit, which programs or sequences may then be either used 

by the external computing unit to sequentially command the therapeutic 20 

wellness device to assume the various activities and configurations or 

downloaded to the therapeutic wellness device all at once for later 

execution by the therapeutic wellness device, or by other therapeutic 

wellness devices.」（日本語訳：マッサージや関連する活動や構成など、さ

まざまな治療のための治療用健康装置コマンドのプログラムまたはシー25 

ケンスが定義され、外部計算装置に関連付けて使用される。このプログラ
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ムまたはシーケンスは、さまざまな活動や構成を治療用健康装置に順次指

令するために外部計算装置によって使用されてもよいし、その治療用健康

装置又は他の治療用健康装置による事後的な実行のために一度にその治

療用健康装置にダウンロードされてもよい。）（段落［００７１］） 

「Programs or sequences of therapeutic wellness device commands may 5 

be downloaded to the external computing unit or directly to the 

therapeutic wellness device from remote locations.”（日本語訳：プログ

ラムまたは治療用健康装置コマンドのシーケンスは、外部計算装置にダウ

ンロードすることも、遠隔地から治療用健康装置に直接ダウンロードする

こともできる。）（段落［００７２］） 10 

以上の記載によれば、「治療プログラム又はシーケンス」は、「外部計算

装置」及び「治療用健康装置」以外の場所（「遠隔地」）からダウンロード

されるものであり、かつ、「外部計算装置」が使用するために「外部計算装

置にダウンロード」されるか、または「一度に」「治療用健康装置に直接ダ

ウンロード」されるものである。 15 

このように、甲１の１では、「外部計算装置」から「治療用健康装置に」、

「治療プログラム又はシーケンス」が「ダウンロード」される訳ではない。 

したがって、「甲１発明の『外部計算装置１７０』は、治療プログラム又

はシーケンスを治療用健康装置１００に送信するもの」（認定Ｂ）ではない。

すなわち、甲１発明の「外部計算装置１７０」は、本件訂正発明１の「外20 

部装置」には相当しない。 

⑵ 前訴判決の甲１発明１の認定に照らしても、前記⑴アの対比は正しくない。 

前訴判決は、甲１の１には、第１次審決が認定したとおり甲１発明１が記

載されている、と認定した（前訴判決８２頁）。 

そこで、第１次審決が甲１発明１を認定した根拠の記載と、本件審決が甲25 

１発明を認定した根拠の記載を比較すると、本件審決では、第１次審決の記
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載に加筆がされている。 

また、甲１発明１の認定と、甲１発明の認定を比較すると、甲１発明１の

「外部計算装置」が、甲１発明では「外部計算装置１７０」となっている。 

しかしながら、本件審決において甲１発明の認定の根拠として加筆された

内容には、「外部計算装置１７０」への言及が全くない。すなわち、何を根拠5 

として、「外部計算装置」が「外部計算装置１７０」へと改められたのか、本

件審決の記載からは全く明らかでない。本件審決では甲１の１の段落［００

７２］を「プログラムまたは治療用健康装置コマンドのシーケンスは、外部

計算装置１７０にダウンロードすることもできる。（以下略）」と引用するが

（審決書５９頁）、段落［００７２］には、「外部計算装置１７０」の根拠と10 

なる記載はないから、本件審決の認定には根拠がない。 

前訴判決の拘束力が本件審決に及ぶか否かにかかわらず、本件審決の上述

の不合理な認定判断は、審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審

決は取り消されるべきである。 

⑶ 前訴判決の拘束力に関する被告の主張に対する反論は、前記１〔原告の主15 

張〕⑵と同じである。 

〔被告の主張〕 

⑴ 取消事由１⑵に関する原告の主張は、本件審決の認定した「一致点」にお

ける「外部装置」が一致点ではなく、本件審決の認定した「一致点」には「外

部装置」についての認定の誤りがある、とすることにつながる主張である。 20 

しかし、「外部装置」が「一致点」であることには、取消判決の拘束力が及

ぶ。したがって、拘束力に従って、「外部装置」が「一致点」として認定され

るように、甲１発明と本件訂正発明１との対比を行った本件審決は、適切な

ものであり、誤りはない。 

⑵ 前訴判決の甲１発明１の認定においては「外部計算装置」と認定されてい25 

るのに対して、本件審決の甲１発明では「外部計算装置１７０」と認定され
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ており、「外部計算装置」に「１７０」が付加されている。 

これは、「外部計算装置」が、前訴判決が認定した甲１発明１に含まれる「タ

ブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０」とは別の「外部計算装

置１７０」であることを、前訴判決が認定した甲１発明１及び甲１の１の記

載に即して、確認的に明らかにしたものにすぎず、前訴判決の拘束力に従っ5 

た適切なものである。 

すなわち、前訴判決が認定した甲１発明１では、「外部計算装置」とは別に、

「タブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０」が認定されている。

つまり、前訴判決が認定した甲１発明１では、「外部計算装置」と「タブレッ

トコンピュータまたはスマートフォン１９０」とが、それぞれ別々に認定さ10 

れており、そのことについても拘束力が及ぶ。そして、前訴判決が認定した

甲１の１には、「外部計算装置１７０、１９０」（段落［００４７］）、「その外

部計算装置」（同段落）、「外部計算装置１７０」（段落［００２９］）といった

記載がある。甲１の１において、１９０とは別の外部計算装置は、「外部計算

装置１７０」にほかならない。 15 

⑶ 仮に、甲１発明の「外部計算装置１７０」が、本件訂正発明１の「外部装

置」に相当しないとしても本件審決の一致点に誤りはない。 

すなわち、甲１の１の段落［００７２］には、遠隔地（ウェブサイトや電

子設備）から治療プログラム又はシーケンスを治療用健康装置１００にダウ

ンロードすることが記載されており（審決書５９頁）、この遠隔地（ウェブサ20 

イトや電子設備）が、治療プログラム又はシーケンスを治療健康装置１００

に送信していることは明らかであるから、遠隔地も、本件訂正発明１の「外

部装置」に相当する。 

したがって、甲１発明の「遠隔地」も、本件訂正発明１の「外部装置」に

相当するから、結局、本件審決の認定した一致点に誤りはなく、本件審決の25 

結論に誤りはない。仮に、一致点に誤りがあるとしても、微差にすぎず、当
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業者が容易になし得たものであり、そのことにより、格別な効果を奏するも

のではないから、結局、本件審決の結論に誤りはない。 

３ 取消事由２（相違点１の判断の誤り）について 

〔原告の主張〕 

⑴ア 甲１の１の「Internal Apparatus of Therapeutic Wellness Device」（治5 

療用健康装置の内部装置）に関する段落［００３８］及び［００４０］の

記載によれば、以下のことが明らかである。 

(ｱ) 甲１の１には、「治療用健康装置」が、「主データ処理装置２００」と、

「主データ処理装置２００」と通信可能に接続された「通信装置２１０、

２１５、２２０および２２５」と、を備える構成が開示されていること。 10 

(ｲ) 特に「通信装置２１０、２１５」は、「外部計算装置」からデータを受

信すること。 

(ｳ) 「通信装置２１０、２１５、２２０、及び２２５」は、「主データ処理

装置２００とは別個に設計および／または実装」されるものであること。 

(ｴ) 「主データ処理装置２００」は、「既存の治療用ウェルネスデバイス」15 

に備えられていたこと。 

(ｵ) 「通信装置２１０、２１５、２２０、及び２２５」により、「ハードワ

イヤードのリモートコントロールボックスで機能するように設計」され

た「既存の治療用ウェルネスデバイス」を「効果的に使用」できること。 

イ また、甲１の１の「Device Commanding, and Mimicking of Existing 20 

Therapeutic Wellness Device Signaling」（デバイスのコマンド、および既

存の治療用健康装置シグナリングの模倣）に関する段落［００４２］及び

［００４３］の記載によれば、以下のことが明らかである。 

(ｱ) 甲１の１には、「外部計算装置」が「データ通信リンクを介して」、「治

療用健康装置」に「コマンドを渡すことにより、治療用健康装置を制御」25 

することが開示されていること。 
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(ｲ) 「処理装置の内部プロセッサアーキテクチャ」である「個々のマイク

ロコントローラ」の「命令」は「低レベルの基本コマンド」であること。 

(ｳ) 「外部計算装置」による上記の「制御」により、「個々のマイクロコン

トローラ」の「低レベルの基本コマンド」に比して「より高いレベルま

たは『マクロ』コマンドを治療用健康装置の処理装置に渡すことができ、5 

それにより単一のコマンドが治療用健康装置に比較的複雑な操作また

は一連の操作を実行させることができる」こと。 

(ｴ) 「有線リモートコントロールボックスで使用するように設計およびプ

ログラムされた治療用健康装置」において、「データリンク用の通信処理

装置」を組み込むことにより、「データ通信リンクで高レベルのコマンド10 

アプローチ」を使用できるようになり、その結果、「有線リモートコント

ロールボックスに通常は配線されていない又は関連付けられていない

高レベルのコマンドを渡すことができ、あるいは、リモートコントロー

ルボックスの個々のボタンを押して実際に生成できるものを超えた高

レベルの『ボタンシミュレーション』コマンドの組み合わせ又はシーケ15 

ンスを渡すことができる」こと。 

ウ 上記ア及びイの記載事項をまとめると、以下のことが明らかである。 

すなわち、甲１発明は、「既存の」「治療用健康装置」を、「外部計算装置」

から「より高いレベル」のコマンドを受信することができるように、改善

するものである。すなわち、「有線リモートコントロールボックスで使用す20 

るように設計およびプログラムされた」「既存の」「治療用健康装置」にお

いて「低レベルの基本コマンド」を担っていた「主データ処理装置２００」

に、「外部計算装置」と通信する「データリンク用の通信処理装置」を通信

可能に設けることにより、「外部計算装置」から「主データ処理装置２００」

に、「より高いレベル」のコマンドを「渡す」ことができる。その結果、「有25 

線リモートコントロールボックスに通常は配線されていない又は関連付
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けられていない高レベルのコマンドを渡すことができ、あるいは、リモー

トコントロールボックスの個々のボタンを押して実際に生成できるもの

を超えた高レベルの『ボタンシミュレーション』コマンドの組み合わせ又

はシーケンスを渡すことができる」。 

ここでいう「外部計算装置」は、本件審決の甲１発明と本件訂正発明１5 

との対比において、本件訂正発明１の「外部装置」に相当するとされた、

甲１の１の「外部計算装置１７０」である。 

以上を踏まえて、本件訂正発明１と甲１発明（甲１の１に記載の技術）

との、本件審決では認定されていない相違点について述べると、以下のと

おりである。 10 

甲１の１では、元々「既存の」「治療用健康装置」において使用できるよ

う設計されていた「低レベルの基本コマンド」に関しては、「有線リモート

コントロールボックス」（ＦＩＧ．１では「１６０」）のボタン操作で行わ

れる。一方、「より高いレベル」のコマンド（高レベルの「ボタンシミュレ

ーション」コマンドの組み合わせ又はシーケンス）に関しては、「データ通15 

信リンクで高レベルのコマンドアプローチ」により、「外部計算装置」を用

いて、あたかも「有線リモートコントロールボックス」で複数のコマンド

を組み合わせた操作を行っているかのようにすること（「有線リモートコ

ントロールボックス」は実際には用いないこと）が、甲１の１に記載の技

術の特徴である。すなわち、甲１の１に記載の技術は、「既存の」「治療用20 

健康装置」に、「より高いレベル」の新しいマッサージプログラムの追加・

更新を行うものではないし、「有線リモートコントロールボックス」による

「より高いレベル」のコマンドのボタン操作を可能とするものでもない。 

これに対し、本件訂正発明１では、「最初から利用可能なマッサージプロ

グラム」（甲１の１の「低レベルの基本コマンド」は、こちらに対応する。）25 

のみならず、「外部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサー
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ジプログラム」（甲１の１の「より高いレベル」のコマンドは、こちらに対

応する。）も、実際に「マッサージ装置」の「リモートコントローラ」を用

いて行われる。 

前記のような甲１発明においては、「低レベルの基本コマンド」に対応す

る（コンピュータ）プログラムは、（甲１の１に記載はないものの、）「治療5 

用健康装置」の「主データ処理装置２００」のメモリに記録（保存）され

るかもしれない。しかし、「より高いレベル」のコマンドは、「外部計算装

置」から「治療用健康装置」の「主データ処理装置２００」に「渡す」の

であるから、「より高いレベル」のコマンドに対応する（コンピュータ）プ

ログラムは、（「外部計算装置」のメモリには記録されているかもしれない10 

が、）「治療用健康装置」の「主データ処理装置２００」のメモリには、記

録する必要はない。実際、「より高いレベル」のコマンドに対応する（コン

ピュータ）プログラムが、「治療用健康装置」の「主データ処理装置２００」

のメモリに記録されていることについては、甲１の１には記載がない。 

加えて、「より高いレベル」のコマンドに対応する（コンピュータ）プロ15 

グラムを、「治療用健康装置」の「主データ処理装置２００」のメモリに記

録するという実施態様では、「外部計算装置」から「治療用健康装置」の「主

データ処理装置２００」に「渡す」必要はないのであるから、そのような

実施態様の構成は甲１発明の構成とは異なるし、甲１の１に接した当業者

が、そのような実施態様の構成を採用するよう動機付けされることもない。 20 

以上より、「マッサージ装置」の「マイクロコントローラ」が、「最初か

ら利用可能なマッサージプログラム（注：「低レベルの基本コマンド」に対

応する。）を保存する第１のメモリ」に加えて、「外部装置から前記マッサ

ージ装置に読み込まれるマッサージプログラム（注：「より高いレベル」の

コマンドに対応する。）を保存する第２のメモリ」を備える構成が、「当業25 

者であれば適宜なし得た設計的事項にすぎない」とした本件審決の判断に
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は、前記ア及びイの記載事項を看過した誤りがある。 

⑵ 前訴判決の拘束力が本件審決に及ばないことは、前記１〔原告の主張〕⑵

のとおりである。 

また、仮に、本件審決が述べる範囲で拘束力が及んだとしても、本件訂正

発明１の「第２のメモリ」の構成に関して当該拘束力が及ばないことは、取5 

消事由１⑴について前記１〔原告の主張〕⑵のとおり指摘したのと同様であ

る。 

いずれにせよ、前訴判決の拘束力を理由とする被告の主張は失当である。 

〔被告の主張〕 

⑴ 取消事由２に関する原告の主張には、本件訂正発明１における「第１のメ10 

モリ」の構成（最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第１の

メモリ）及び「第２のメモリ」の構成（外部装置から前記マッサージ装置に

読み込まれるマッサージプログラムを保存する第２のメモリ）の二つの構成

が含まれている。 

このうち、まず、第１のメモリの構成は、実質的な相違点ではない。第１15 

のメモリの構成に関して、本件審決は、甲１の１の段落［００３８］及び［０

０４３］の記載を根拠に、「プログラムを保存する第１のメモリも甲１の１に

記載されているといえる。」（審決書９３頁）としており、第１のメモリの構

成については、実質的な相違点ではない旨の認定判断をしている。そして、

甲１の１の上記各段落の記載に照らして、上記認定判断に誤りはない。原告20 

も、第１のメモリの構成自体が、実質的な相違点であるとは主張していない。 

第２のメモリの構成のうち「を保存する・・・メモリ」に関して、一致点

に係る「外部装置からマッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラム」

を、「メモリに保存する」ことは、プログラムがマッサージ装置に読み込まれ

た時点で当然に行われていることであるから、拘束力が及ぶ一致点に係るマ25 

ッサージ装置においても、当然実行しているものである。したがって、第２
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のメモリの構成のうち「第２の」を除く部分は、「実質的な相違点ではない」

とされるべきものである。 

以上によると、第１、第２のメモリの構成のうち、「第２の」部分を除いた

構成は、実質的な相違点ではない。そうすると、実質的な相違点といえるの

は、第１、第２のメモリの構成のうち、単に、「第２の」部分だけである。 5 

２種類のプログラムを「第１のメモリ」と「第２のメモリ」に保存し分け

ることに関し、本件審決は、「当業者であれば適宜なし得た設計的事項にすぎ

ない」と判断しているところ（審決書９３頁）、本件審決のいうように、保存

する内容に応じて適宜メモリを分けて用いることは慣用手段であり、そのこ

とにより、格別な効果を奏するものではないから、本件審決の上記判断に誤10 

りはない。 

⑵ 原告は、取消事由２に関し、本件審決の判断には、前記〔原告の主張〕⑴

ア、イの記載事項を看過した誤りがあると主張する。 

しかし、原告の主張は、２種類のプログラムを「第１のメモリ」と「第２

のメモリ」に保存し分ける点についてのものではなく、もっぱら、２種類の15 

プログラムのレベルが「低レベルの基本コマンド」であるか「より高いレベ

ルのコマンド」であるかに関するものである。 

そもそも、プログラムの「レベル」は、本件訂正発明１において特定され

ておらず、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。 

また、取消事由２に関する原告の主張の実質は、「ダウンロードしたプログ20 

ラムをメモリに保存することは、通常行う事項であり、甲１発明１について

も当然実行しているものと認められる」との前訴判決の「甲１発明１」の認

定判断（前訴判決９０頁）を争うものであり、前訴判決の拘束力に反する。 

このように、２種類のプログラムのレベルについての原告の主張は、実質

的な相違点でない事項についてのもの、又は拘束力に反したものであって、25 

判断の蒸し返しである。 
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第４ 当裁判所の判断 

１ 本件訂正発明の技術的意義等 

⑴ 特許請求の範囲 

本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲は、前記第２の２のとおりで

ある。 5 

⑵ 本件明細書等の記載 

本件明細書等の記載は、別紙１特許公報の【発明の詳細な説明】の箇所に

記載のとおりである。 

⑶ 本件訂正発明の技術的意義 

上記⑴の特許請求の範囲及び上記⑵の本件明細書等の記載によれば、本件10 

訂正発明の技術的意義は、次のとおりであると認められる。 

ア 既存のマッサージ装置は、通常、変更できない一連の所定のマッサージ

プログラムを含み、そのためマッサージ装置を柔軟に使用することができ

ず、マッサージの効果を限定してしまうことがある。本件訂正発明は、上

記の「通常、変更できない一連の所定のマッサージプログラムを含み、そ15 

のためマッサージ装置を柔軟に使用することができず、マッサージの効果

を限定してしまう」という問題を解決し、改善されたマッサージ体験を提

供できる「マッサージ装置」によって課題を解決しようとするものである。

（段落【０００２】及び【０００３】） 

イ 本件訂正発明は、上記の課題を解決する手段として、 20 

「マッサージ装置は、マッサージ部と、マッサージ部の運動を駆動するよ

うに機能する駆動部と、駆動部と接続されたマイクロコントローラとを含

む。マイクロコントローラは、外部装置と接続し、外部装置からマッサー

ジプログラムのプログラムコードを受信してマッサージプログラムをメ

モリに保存し、一連のマッサージの動作を身体に施すためにマッサージ部25 

を介してマッサージプログラムを実行するように構成される」（段落【００
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０４】）こと、「マッサージ装置はさらに、マッサージ装置で利用可能なマ

ッサージプログラムと関連付けられた１つまたは複数のアイコンを表示

するように機能するリモートコントローラを含む」（段落【０００５】）こ

と、「マイクロコントローラ１３０は典型的な例として、３２ビットの縮小

命令セットコンピューティング（ＲＩＳＣ）マイクロコントローラであり5 

得る」（段落【００１６】）こと、「メモリ１３４は、マッサージ装置１０６

で最初から利用可能なマッサージプログラムＩＭＰのプリセットプログ

ラミングコードを保存し得る」及び「別のメモリ１３６は、ユーザにより

外部装置からマッサージ装置１０６に読み込まれるマッサージプログラ

ムＤＭＰのプログラミングコードを保存し得る」（段落【００１７】）こと、10 

「リモートコントローラ１５０のマイクロコントローラ１５４は、マッサ

ージプログラムＩＭＰとＤＭＰと関連付けられているグラフィカルアイ

コンを保存する内部メモリ１５６を含み得る」（段落【００１９】）こと、

「マッサージ装置１０６は、１つのマッサージプログラムのプログラムコ

ードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルデータを含む、１つ15 

または複数の暗号化されたファイルを受信し得る」（段落【００３０】）こ

と、「マイクロコントローラ１３０は、マッサージプログラムコードとグラ

フィカルアイコン（アイコンはビットマップファイルとして定義し得る）

を復元するためにファイルを復号し、マッサージプログラムのコードを機

械が実行可能な形式に変換し、次いでマッサージプログラムコードとアイ20 

コンをそれぞれ、メモリ１３６とリモートコントローラ１５０に保存し得

る」（段落【００３１】）こと、「リモートコントローラ１５０のグラフィカ

ルユーザインターフェースはこのようにして、ダウンロード済みマッサー

ジプログラムと関連付けられたアイコンを表示するように更新され得る」

（段落【００３１】）こと、「起動信号に応じてマイクロコントローラ１３25 

０は、一連のマッサージ動作をユーザの身体に施すため、マッサージ部１
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２０を介して新しいマッサージプログラムを実行し得る」（段落【００３

２】）こととした。 

ウ そして、当該「マッサージ装置」は、「新しいマッサージプログラムをダ

ウンロードし、マッサージ装置のリモートコントローラのグラフィカルユ

ーザインターフェースの更新を実行し、マッサージ装置で新しくダウンロ5 

ードされたマッサージプログラムを実行するためにリモートコンローラ

ーまたは外部装置を使用する能力を含む」ものとなり、「より柔軟な仕方で

使用することができ、ユーザはマッサージ装置の強化されたマッサージ体

験を楽しむことができる」という効果を奏するものとなった（段落【００

３４】）。 10 

２ 甲１発明について 

⑴ 甲１の１（米国特許出願公開第２０１１／００５５７２０号明細書）には

別紙３のとおりの記載がある。 

⑵ア 本件審決は、甲１の１に甲１発明が記載されていると認定した（前記第

２の６、別紙２の２）。 15 

本件審決が認定した甲１発明には、 

「前記主データ処理装置２００は、 

外部計算装置１７０と接続し、 

プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指

示言語からなる治療プログラムまたはシーケンスであって、パスワードを20 

用いてタグ付けされた治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算

装置１７０からダウンロードし、」との記載がある。 

甲１の１の段落［００４７］には、「図１に示すように、ローカルまたは

リモートのいずれかの外部計算装置１７０、１９０とデータ通信する治療

用健康装置は、従来の手持ちリモートコントロールボックス１６０に加え25 

て、またはその代わりに、その外部計算装置から制御され得る。そのよう



34 

な外部計算装置は、あらゆる種類の計算装置を含むことができる。それは、

例えば、適切なソフトウェアがロードされた汎用コンピュータを含み、キ

ーボード１７５、マウス１７６、または音声認識装置１７４などのユーザ

ーインターフェースデバイスによって操作されて、治療用健康装置のモー

ドを設定したり、コマンドを発行したりできる。・・・それは、他の種類の5 

計算装置をも含み得るものであり、例えば、パーソナルコンピュータまた

はビデオゲームコンソール１７０、またはスマートフォン、パーソナルデ

ジタルアシスタント(PDA)、ポータブル、ラップトップまたはタブレット

コンピュータ、デジタルメディアプレーヤー、メディアリーダー、パーソ

ナルデジタルアシスタント、プログラム可能なワイヤレスリモートコント10 

ロール、または同様の手持ちデバイスまたはモバイルデバイス１９０であ

る。」との記載があり（甲１の１の記載については別紙３参照。以下、甲１

の１の記載を引用するものについて同じ。）、甲１の１において「外部計算

装置」には「外部計算装置１７０」以外のものも含まれるとされており、

「外部計算装置」と「外部計算装置１７０」とは異なる概念であるといえ15 

る。 

本件審決は、甲１の１の段落［００７３］及び［００３８］の記載から、

「主データ処理装置２００は外部計算装置１７０と接続し、治療プログラ

ムまたはシーケンスをダウンロードし、治療用健康装置１００を動作させ

るためのプログラムまたはシーケンスを使用しているといえる。」と判断20 

し（本件審決第８の６⑵ア(ｲ)ｃ）、段落［００３８］、［００４０］及び［０

０７２］の記載から、「電子設備から外部計算装置１７０に治療プログラム

またはシーケンスを転送し、外部計算装置１７０と治療用健康装置１００

との間の接続を外部計算装置１７０によって確立し、治療プログラムまた

はシーケンスを外部計算装置１７０から治療用健康装置１００に外部計25 

算装置１７０によって転送しているといえる。」と判断した（本件審決第８
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の６⑵ア(ｲ)ｄ、審決書５９頁）。 

しかし、別紙３の上記各段落を参照しても、そのいずれにも、「外部計算

装置」を「外部計算装置１７０」に限るものとすることをうかがわせる記

載はなく、かつ、治療プログラム又はシーケンスを「外部計算装置１７０」

からダウンロードすることをうかがわせる記載もない。 5 

甲１の１において、治療プログラム又はシーケンスがどこから治療用健

康装置にダウンロードされるかについてみれば、甲１の１の段落［００２

９］には、「図１に示す本発明の一実施形態は、治療用健康装置１００を備

え、治療用健康装置１００は、・・・接続できる装置を備え、接続できる装

置は、例えば有線接続１０２を介してパーソナルコンピュータなどの外部10 

計算装置１７０に接続でき、有線接続１０４を介してＬＡＮ・携帯電話ネ

ットワーク・インタネットなどのパブリック又はプライベートローカル又

はワイドエリアデータネットワーク１８０に接続でき、又はタブレットコ

ンピュータ又はスマートフォン１９０などの無線トランシーバを含むデ

バイスへの無線接続を介して接続できる。」との記載があり、この記載には、15 

治療用健康装置がインターネットなどのネットワーク１８０に接続でき

るものであることが記載されている。 

甲１の１の段落［００７１］には、「マッサージや関連する活動や構成な

ど、さまざまな治療のための治療用健康装置コマンドのプログラムまたは

シーケンスが定義され、外部計算装置に関連付けて使用される。このプロ20 

グラムまたはシーケンスは、さまざまな活動や構成を治療用健康装置に順

次指令するために外部計算装置によって使用されてもよいし、その治療用

健康装置又は他の治療用健康装置による事後的な実行のために一度にそ

の治療用健康装置にダウンロードされてもよい。そのような治療プログラ

ムまたはシーケンスは、外部計算装置で構成または定義することができ25 

る。」との記載があり、この記載には、治療プログラム又はシーケンスが治
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療用健康装置にダウンロードされてもよいものであることが記載されて

いる。 

甲１の１の段落［００７２］には、「プログラムまたは治療用健康装置コ

マンドのシーケンスは、外部計算装置にダウンロードすることも、遠隔地

から治療用健康装置に直接ダウンロードすることもできる。それらは、ユ5 

ーザーの要求によって『プル』される場合と、遠隔地から発信された送信

で『プッシュ』される場合がある。遠隔地には、治療用健康装置の製造業

者や販売業者、またはサードパーティの治療プログラムの開発者やプロバ

イダーによって管理されているWebサイトや電子設備が含まれてもよい。」

との記載があり、この記載には、「遠隔地」にはウェブサイトや電子設備が10 

含まれてもよいことが記載されている。そして、遠隔地のウェブサイトや

電子設備は、実体としては、サーバなどの装置であるといえる。 

以上を総合すると、甲１の１には、インターネットなどを介して、遠隔

地のサーバなどの装置から「治療プログラムまたはシーケンス」を直接治

療用健康装置にダウンロードすることが記載されていると認められる。 15 

この遠隔地のサーバなどの装置は、治療用健康装置の外部に位置する装

置であり、また、計算装置であることは明らかであるから、甲１の１には、

治療プログラム又はシーケンスを「外部計算装置」からダウンロードする

ことが記載されていると認定することが相当である。 

なお、甲１の１において、段落［００４７］には「ローカルまたはリモ20 

ートのいずれかの外部計算装置１７０、１９０とデータ通信する治療用健

康装置は、従来の手持ちリモートコントロールボックス１６０に加えて、

またはその代わりに、その外部計算装置から制御され得る。そのような外

部計算装置は、あらゆる種類の計算装置を含むことができる。」と、リモー

トを含むあらゆる種類の計算装置を、外部計算装置となし得ることが記載25 

されていることから、甲１の１によれば、遠隔地のサーバなどの装置も外



37 

部計算装置の一種である。 

そうすると、甲１の１に記載された発明の認定としては、本件審決が甲

１発明において認定したように「外部計算装置１７０」としてではなく、

「外部計算装置」として認定するのが相当である。 

イ 本件審決が認定した甲１発明のその余の内容については、甲１の１の記5 

載内容によれば、その認定は相当と認められる。 

なお、第１次審決及び前訴判決が認定した甲１発明１（前記第２の４⑴

ア）では、甲１の１の［００７３］の「患者はウェブサイトにアクセスし

（１５２０）、コードまたはパスワードを入力し（１５２２）、治療プログ

ラムまたはシーケンスをダウンロードし（１５２４）、プログラムまたはシ10 

ーケンスを使用して（１５２６）、治療用健康装置を操作する。」との記載

に基づき、「パスワードを用いてタグ付けされた治療プログラムまたはシ

ーケンスを前記外部計算装置からパスワードを入力してダウンロードし、」

と認定し、ダウンロードについて、「パスワードを入力して」との文言が付

されていた。しかし、本件訂正発明１と対比して一致点及び相違点を抽出15 

し、本件訂正発明１の進歩性を判断するための前提として甲１の１に記載

された発明を認定するに当たり、ダウンロードに際してパスワードを入力

することが意味を有するとは認められないから、「パスワードを入力して」

との文言を付す必要はないものと認められる（本件審決が認定した甲１発

明（前記第２の６）においても、「パスワードを入力して」との文言は含ま20 

れていない。）。 

ウ 以上によれば、甲１の１に記載された発明として次のとおり認定するこ

とが相当である（以下、甲１の１に記載された発明として次のとおり認定

する発明を「甲１’発明」という）。 

「治療用健康装置１００であって、 25 

治療機構２６０、２６５と 
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タブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０と、  

前記治療機構２６０、２６５と接続された主データ処理装置２００とを

備え、 

前記主データ処理装置２００は、 

外部計算装置と接続し、 5 

プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指

示言語からなる治療プログラムまたはシーケンスであって、パスワードを

用いてタグ付けされた治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算

装置からダウンロードし、 

前記治療用健康装置１００を動作させるための前記治療プログラムま10 

たはシーケンスを使用する、 

治療用健康装置１００。」 

３ 取消事由１⑴（「治療プログラムまたはシーケンス」の対比の誤り）について 

⑴ 本件審決は、本件訂正発明１と甲１発明との一致点は別紙２の３⑴記載の

とおりであり、相違点は同⑵記載の相違点１（以下「相違点１」という。）及15 

び同⑶記載の相違点２（以下「相違点２」という。）であると認定した。 

そして、本件審決は、上記一致点及び相違点を認定するに当たり、本件訂

正発明１と甲１発明を対比しているが（審決書８８～８９頁）、その対比の中

で、甲１発明の「プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健

康装置の指示言語からなる治療プログラムまたはシーケンス」は、本件訂正20 

発明１の「マッサージプログラムのプログラムコード」に相当すると判断し

た（本件審決第８の６⑶ア(ｱ)、審決書８８頁２３～２５行）。 

この点につき、原告は、前記第３の１〔原告の主張〕⑴のとおり、甲１発

明の「治療プログラムまたはシーケンス」は、本件訂正発明１の「マッサー

ジプログラムのプログラムコード」とは異なるものであり、本件審決の上記25 

対比における認定判断は誤りであると主張する。 
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⑵ 原告は、前記第３の１〔原告の主張〕⑴のとおり、本件訂正発明１の「マ

ッサージプログラムのプログラムコード」は、「プログラミング言語」のソー

スコードで記述されるコンピュータプログラムを指す、と主張する。 

甲５８（電気電子用語大事典）には、「ソースコード」について、「特定の

プログラミング言語で書かれたプログラムのこと。これがコンパイラによっ5 

て翻訳されて目的コード(object code)となる。ソースコードを含んでいるフ

ァイルをソースファイル(source file)という。ソースコードファイルを原始の

ファイルとして、これからプログラムの実行可能なバージョン(version)が作

られるという意味でソースコードといっている。単にコードということもあ

る。」との説明が記載されている。甲５８は、「目的コード」については、「コ10 

ンパイラやアセンブラにより作り出されたコードで、計算機がそれを実行で

きるもの。目的言語ともいう。」と説明している。 

また、甲１１（ASCII.jpデジタル用語辞典のウェブページの記載）には、

「機械語」について、「CPUが直接理解、実行できる言語のこと。マシン語と

もいう。機械語は、０と１の羅列で表現されるため、人間には理解しにくい。15 

機械語でのプログラミングは、アセンブリ言語という、機械語の命令と一対

一になった言語を使う。ソフトウェアの開発には、CやJavaといった、人間

が使う言葉に近いプログラミング言語が使われることが多く、こうしたプロ

グラミング言語で記述されたソースコードは、コンパイラーやインタープリ

ターを使って、機械語に翻訳される。」との説明が記載されている。 20 

他方、乙１（IT用語辞典e-wordsのウェブページの記載）には、「プログラ

ムコード」の項目に、「ソフトウェアの分野では、人工言語を用いてコンピュ

ータに解釈あるいは実行させることを目的として作成された命令やデータな

どをコードということが多い。このうち、人間が理解したり記述・編集しや

すいプログラミング言語やマークアップ言語などを用いて記述されたものを25 

『ソースコード』(source code)、コンピュータの処理装置(CPU/MPU)が直に



40 

解釈できる機械語などの形式に変換されたものを『オブジェクトコード』

(object code)『実行可能コード』(executable code)という。」との記載がある。 

以上の文献等の記載によれば、ソースコードとは、人間が使う言葉に近い

プログラミング言語で記述されたものであり、コンパイラやアセンブラによ

って計算機が実行できる目的コード（オブジェクトコード、実行可能コード）5 

に変換されるものであるといえるが、プログラムコードがソースコードを意

味するとまではいえない。上記のとおり、甲５８には、ソースコードをコー

ドと称することがある旨の記載はあるものの、コードといえば専らソースコ

ードを意味するとは認められない。むしろ、甲５８の「目的コード」の項目

には、「コンパイラやアセンブラにより作り出されたコードで」との記載があ10 

り、目的コードであっても「コード」と称していることが窺われ、コードが

必ずしもソースコードを意味するものではないといえる。 

また、乙１の上記記載によれば、ソースコードは、オブジェクトコードな

どとともに、「プログラムコード」のうちの一つであると理解でき、プログラ

ムコードが専らソースコードを意味するものであると理解することもできな15 

い。むしろ、乙１の「プログラムコード」の項目における記載の中に、「ソフ

トウェアの分野では、人工言語を用いてコンピュータに解釈あるいは実行さ

せることを目的として作成された命令やデータなどをコードということが多

い。」との記載があることに照らせば、当業者は、特に限定がなければ、「プ

ログラムコード」とは、「人工言語を用いてコンピュータに解釈あるいは実行20 

させることを目的として作成された命令やデータなど」を意味するものと理

解するといえる。 

そして、本件訂正発明１の発明特定事項は、「プログラムコード」がソース

コードであることを特定するものではないし、その他、プログラムコードが

具体的にどのような形式のものであるかを特定しているとも認められない。 25 

本件明細書等を参照しても、段落【００３１】には、「マイクロコントロー
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ラ１３０は、マッサージプログラムコードとグラフィカルアイコン（アイコ

ンはビットマップファイルとして定義し得る）を復元するためにファイルを

復号し、マッサージプログラムのコードを機械が実行可能な形式に変換し、

次いでマッサージプログラムコードとアイコンをそれぞれ、メモリ１３６と

リモートコントローラ１５０に保存し得る。」と記載されており（別紙１特許5 

公報の【発明の詳細な説明】、前記１⑶イ）、「マッサージプログラムのコード」

あるいは「マッサージプログラムコード」の語を、機械が実行可能な形式に

変換する前のものとしても、変換した後のメモリに保存するものとしても用

いているといえるから、本件訂正発明１の「プログラムコード」を機械が実

行可能な形式に変換される前の「ソースコード」を意味すると限定的に解釈10 

すべきとは解されない。その他、本件明細書等に、「プログラムコード」の具

体的なプログラミング言語の種類やプログラムの記述内容等についての記載

があるとは認められない。 

以上を総合すると、本件訂正発明１の「プログラムコード」は、「人工言語

を用いてコンピュータに解釈あるいは実行させることを目的として作成され15 

た命令やデータなど」を意味するものと理解するのが相当である。 

⑶ 甲１の１の段落［００７１］（前記２⑵ア）の記載によれば、甲１発明の「治

療プログラムまたはシーケンス」は、プログラム言語に類似したテキストベ

ースの治療用健康装置のコマンド言語であり、治療プログラム又はシーケン

スは、マッサージや関連する活動や構成などを治療用健康装置に指令するた20 

めのものであるといえる。 

また、甲１の１の段落［００３８］には、「それ（判決注：本発明の１つま

たは複数の実施形態による治療用健康装置）は、さらに、入力データを処理、

変換、または解釈して治療用健康装置の動作に関連する構成と動作に変換し、

コマンド接続２３０を介した信号によって治療機構２６０、２６５と位置決25 

め機構２７０にそのような構成と動作を実行させる主データ処理装置２００
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を備える。」との記載がある。この記載からは、治療機構２６０、２６５の動

作を実行させるのは主データ処理装置２００であり、治療プログラム又はシ

ーケンスが、当該主データ処理装置２００において実行されること、すなわ

ち、コンピュータによって解釈あるいは実行させるためのものであることが

明らかであるといえる。 5 

⑷ 前記⑵のとおり、本件訂正発明１の「プログラムコード」は「人工言語を

用いてコンピュータに解釈あるいは実行させることを目的として作成された

命令やデータ」を意味すると理解するのが相当であるところ、前記⑶のとお

り、甲１の１に記載された発明の「治療プログラムまたはシーケンス」は、

プログラム言語に類似したテキストベースのコマンド言語であって、コンピ10 

ュータによって解釈あるいは実行させるためのものであるから、甲１の１に

記載された発明の「治療プログラムまたはシーケンス」は、本件訂正発明１

の「プログラムコード」に相当するということができる。以上の点は、甲１’

発明についても当てはまるものである。 

⑸ 原告は、前記第３の１〔原告の主張〕のとおり、甲１の１の「治療プログ15 

ラムまたはシーケンス」は、ユーザーが「外部計算装置」で「構成」し、又

は「治療用健康装置に命令する」ユーザーが「外部計算装置」で「定義」す

るものであるから、「プログラミング言語」のソースコードで記述されるコン

ピュータプログラムではなく、したがって本件訂正発明１の「マッサージプ

ログラムのプログラムコード」と異なるとも主張する。 20 

しかし、前記⑵のとおり、本件訂正発明１の「プログラムコード」は、「人

工言語を用いてコンピュータに解釈あるいは実行させることを目的として作

成された命令やデータなど」を意味するものと理解するのが相当であり、ソ

ースコードで記述されるコンピュータプログラムに限られるとは解されない

から、原告の上記主張はその前提を欠き、採用することができない。 25 

⑹ 取消事由１⑴に関する結論 
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以上によれば、甲１の１に記載された発明の「治療プログラムまたはシー

ケンス」が、本件訂正発明１の「プログラムコード」に相当するとした本件

審決に誤りはなく、取消事由１⑴には理由がない。 

４ 取消事由１⑵（「外部計算装置１７０」の対比の誤り）について 

⑴ 原告は、前記第３の２〔原告の主張〕⑴のとおり、甲１の１では、「外部計5 

算装置」から「治療用健康装置に」、「治療プログラム又はシーケンス」が「ダ

ウンロード」される訳ではないから、甲１発明の「外部計算装置１７０」は、

治療プログラム又はシーケンスを治療用健康装置１００に送信するものでは

なく、甲１発明の「外部計算装置１７０」は、本件訂正発明１の「外部装置」

には相当しないと主張する。 10 

⑵ しかし、前記２⑵アのとおり、甲１の１には、インターネットなどを介し

て、遠隔地のサーバなどの装置から「治療プログラムまたはシーケンス」を

治療用健康装置にダウンロードすることが記載されていると認められ、この

遠隔地のサーバなどの装置である甲１’発明の「外部計算装置」は、本件訂

正発明１の「外部装置」に相当するといえる。 15 

⑶ 本件審決は、本件訂正発明１と甲１発明との一致点を別紙２の３⑴のとお

り認定しており、この中には「前記マイクロコントローラによって実行可能

なマッサージプログラムのプログラムコードを、前記外部装置から受信して、」

との認定部分が含まれているが、上記⑵のとおり、甲１’発明の「外部計算

装置」は本件訂正発明１の「外部装置」に相当するといえるから、上記認定20 

部分は、本件訂正発明１と甲１’発明との一致点としても認められる内容で

あるといえる。 

そして、本件訂正発明１の請求の範囲の記載、本件明細書等の記載（前記

１⑵）、本件訂正発明の技術的意義（前記１⑶）及び甲１の１の記載（別紙２）

によれば、本件訂正発明１と甲１発明との一致点、相違点として本件審決が25 

認定した内容（別紙２の３⑴ないし⑶）は、本件訂正発明１と甲１’発明と
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の一致点、相違点としても、相当な認定であるということができる。 

⑷ 前記２⑵アのとおり、本件審決の甲１発明の認定については、「外部計算装

置１７０」とされているところは「外部計算装置」と認定するのが相当であ

ったといえる。 

しかし、前記２⑵アのとおり、甲１の１には、遠隔地のサーバなどの装置5 

という意味での「外部計算装置」も開示されているといえる。 

そして、本件訂正発明１と甲１発明との対比は、本件訂正発明の甲１発明

を基にする進歩性の判断の前提として、これらの発明の一致点及び相違点を

認定するために行うものであるが、前記⑶のとおり、本件訂正発明１と甲１

発明との一致点、相違点として本件審決が認定した内容（別紙２の３⑴ない10 

し⑶）は、本件訂正発明１と甲１’発明との一致点、相違点としても、相当

なものであるといえる。 

したがって、本件審決が甲１の１に記載された発明の認定において「外部

計算装置」ではなく「外部計算装置１７０」として、甲１発明を認定したこ

とについて、本件審決を取り消すべき違法があるとは解されない。 15 

甲１発明の「外部計算装置１７０」が本件訂正発明１の「外部装置」に相

当しないことなど、取消事由１⑵について原告が主張する内容を考慮しても、

上記判断は左右されない。 

⑸ 取消事由１⑵に関する結論 

以上によれば、取消事由１⑵に関して原告が挙げる本件審決の認定及び判20 

断について、本件審決を取り消すべき違法があるとは認められず、取消事由

１⑵には理由がない。 

５ 取消事由２（相違点１の判断の誤り）について 

⑴ 甲１の１の段落［００７１］の記載（前記２⑵ア）によれば、外部計算装

置に関連付けて使用される治療プログラム又はシーケンスは、治療用健康装25 

置に順次指令するために外部計算装置によって使用されてもよいし、事後的
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な実行のために一度に治療用健康装置にダウンロードされてもよいとされて

おり、外部計算装置が治療用健康装置に順次指令することと並列的・選択的

に、事後的な処理のために一度に治療用健康装置にダウンロードされること

も記載されているのであるから、治療プログラム又はシーケンスは、治療用

健康装置にダウンロードするものを含んでいる。 5 

上記のとおり、事後的な処理のために治療プログラム又はシーケンスが治

療用健康装置にダウンロードされる場合には、当該治療プログラム又はシー

ケンスは、その場限りで使うのではないから、メモリに保存されると考えら

れる。 

そして、マッサージプログラムを保存するメモリを設けるに当たり、保存10 

する内容に応じて適宜メモリを分けて用いることは慣用手段であるといえる

ことは、本件審決が認定するとおりである（審決書９３頁）。 

そうすると、本件訂正発明１と甲１’発明との相違点１（別紙２の３⑵。

前記４⑷のとおり、相違点１は本件訂正発明１と甲１’発明との相違点とし

ても認められる。）に係る本件訂正発明１の構成の一つである「前記マイクロ15 

コントローラは、前記マッサージ装置において最初から利用可能なマッサー

ジプログラムを保存する第１のメモリと、外部装置から前記マッサージ装置

に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第２のメモリとを備え」る

構成とすることは、当業者であれば適宜なし得た設計的事項にすぎないとい

うことができる。 20 

また、本件訂正発明１の技術的意義（前記１⑶）からみて、第１のメモリ

とは別の第２のメモリを設けることが、格別の作用効果を奏するものと解す

ることもできない。 

⑵ 本件審決は、上記⑴で判断した点も含め、甲１発明において、上記相違点

１に係る本件訂正発明１の構成とすることは、甲１発明並びに甲２及び甲３25 

に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術に基づい
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て、当業者が容易に想到することができたものであると判断しているところ

（別紙２の４⑴）、この判断は相当である。 

⑶ 原告の主張について 

原告は、前記第３の３〔原告の主張〕⑴のとおり、「マッサージ装置」の「マ

イクロコントローラ」が、「最初から利用可能なマッサージプログラムを保存5 

する第１のメモリと」に加えて、「外部装置から前記マッサージ装置に読み込

まれるマッサージプログラムを保存する第２のメモリ」を備える構成とする

ことが、当業者であれば適宜なし得た設計的事項にすぎないとした本件審決

の判断には、甲１の１に記載された事項を看過した誤りがあると主張する。 

しかし、原告の主張は、甲１の１に記載の技術は、「外部計算装置」から治10 

療用健康装置の「主データ処理装置２００」に、「より高いレベル」のコマン

ドを「渡す」ものであり、治療用健康装置に新しいマッサージプログラムの

追加・更新を行うものではないことを前提としているが、甲１の１の段落［０

０７２］には、「プログラムまたは治療用健康装置コマンドのシーケンスは、

外部計算装置にダウンロードすることも、遠隔地から治療用健康装置に直接15 

ダウンロードすることもできる。」とあり（前記２⑵ア）、遠隔地のサーバな

どの装置から「治療プログラムまたはシーケンス」を直接治療用健康装置に

ダウンロードすることが記載されていると認められるから、原告の主張は前

提において誤りである。 

また、甲１の１には、外部計算装置が治療用健康装置に順次指令すること20 

のほか、甲１の１には、事後的な処理に用いられるために治療用プログラム

又はシーケンスを一度に治療用健康装置にダウンロードされることも記載さ

れているのであるから（段落［００７１］。前記２⑵ア）、外部計算装置から

マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムが治療用健康装置に保

存されることがないとも認められない。 25 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 
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⑷ 取消事由２に関する結論 

以上によれば、相違点１についての本件審決の判断に誤りはなく、取消事

由２には理由がない。 

６ 本件審決のその余の判断について 

⑴ 本件審決は、本件訂正発明１につき、相違点１について別紙２の４⑴のと5 

おり判断するとともに、相違点２に係る本件訂正発明１の事項とすることは、

当業者が容易になし得たことであるとし（別紙２の４⑵）、本件訂正発明１の

奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載された周知技術、甲２６

ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５の１、

２に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲の10 

ものであって、格別顕著なものであるとはいえないとして（別紙２の４⑶）、

本件訂正発明１は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載された周知技術、甲

２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５

の１、２に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることが

できたものであると判断した（別紙２の５）。これらの判断は、甲１に記載さ15 

れた発明を甲１’発明とすることによって左右される内容とは解されない。

そして、本件審決の上記判断の内容は相当である。 

⑵ 本件審決は、本件訂正発明４ないし６、８ないし１３につき、別紙２の６

⑴ないし⑼のとおり、いずれの発明も甲１発明に周知技術を組み合わせるこ

とによって当業者が容易に発明をすることができたものであると判断した。20 

これらの判断は、甲１に記載された発明を甲１’発明とすることによって左

右される内容とは解されない。そして、本件審決の上記判断の内容は相当で

ある。 

７ 前訴判決の拘束力について 

被告は、原告の主張する取消事由１⑴、１⑵及び２のいずれについても、前25 

訴判決の拘束力に反して許されないものがある旨主張する。 
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しかし、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前訴判決が確定した後、本件

訂正によって訂正されたから、当然に前訴判決の拘束力が本件審決の判断対象

のすべてに及ぶと解することはできず、この訂正によって影響を受けない範囲

において、拘束力又はこれに準ずる効力が及ぶと解する余地があるが、前記３

ないし６の説示によれば、前訴判決の拘束力又はこれに準ずる効力が本件審決5 

に及ぶか否か、及ぶとしてどの範囲に及ぶかを検討するまでもなく、本件審決

の判断は相当であるといえる。 

なお、本件審決の内容及び前記３ないし６の説示によれば、本件審決の内容

に前訴判決の拘束力に反するものがあるとは認められない。 

８ 結論 10 

以上のとおりであり、原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく、本件

審決について、これを取り消すべき違法はない。したがって、原告の請求は棄

却されるべきである。 

よって、主文のとおり判決する。 

     知的財産高等裁判所第３部 15 

 

 

 

 

         裁判長裁判官                      20 

中   平       健 

 

 

 

 25 

            裁判官                      
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今   井   弘   晃 

 

 

 

 5 

            裁判官                      

水   野   正   則 
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別紙１ 省略 
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別紙２ 

本件審決の判断の要旨 

 

１ 取消判決の拘束力（本件審決第７、審決書２４～２５頁） 

当審は、取消判決の判決主文が導き出されるのに必要な認定判断に係る、次の5 

判示事項に拘束されるものである。 

進歩性について、「アイコンとは、『コンピュータに与える指示・命令やファイ

ル・プログラムなどをわかりやすく記号化した図形。絵文字。』（広辞苑第７版、

株式会社岩波書店）を意味するところ、甲１の１には、図形が記されたボタン１

９６７を選択すると、ユーザは個別の治療又はマッサージプログラム画面１８２10 

８である『エスプレッソショット』と呼ばれる画面に移動することが記載されて

いるから（図１８Ａ、段落【０１２５】）、甲１の１のプログラムは、アイコンに

よって選択されることが予定されているものであるといえる。そして、甲１の１

には、プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツをどのよ

うに入手するかは記載されていないが、リモコン端末に表示されたアイコンによ15 

ってプログラムを選択するシステムにおいて、制御装置がプログラムコードを受

信する際に、当該プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテン

ツを合わせて受信して、当該アイコンを制御装置からリモコン端末まで送るよう

にすることは、甲２及び甲３に記載されているように周知の技術的事項であり、

甲１発明１にこのような周知技術を適用することは、当業者が容易に想起し得た20 

ものと認められる。」（前訴判決８７頁１３行～８８頁３行） 

２ 甲１発明（本件審決第８の６⑵ア(ｳ)、審決書５９～６０頁） 

甲１の１には、次の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されていると認め

られる。 

「治療用健康装置１００であって、 25 

治療機構２６０、２６５と 
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タブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０と、 

前記治療機構２６０、２６５と接続された主データ処理装置２００とを備え、 

前記主データ処理装置２００は、 

外部計算装置１７０と接続し、 

プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指示言語5 

からなる治療プログラムまたはシーケンスであって、パスワードを用いてタグ付

けされた治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算装置１７０からダウ

ンロードし、 

前記治療用健康装置１００を動作させるための前記治療プログラムまたはシ

ーケンスを使用する、 10 

治療用健康装置１００。」 

３ 本件訂正発明１と甲１発明との一致点及び相違点（本件審決第８の６⑶イ、審

決書９０～９１頁） 

⑴ 一致点 

「マッサージ装置であって、 15 

マッサージ部と、 

リモートコントローラと、 

前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、 

前記駆動部と接続されたマイクロコントローラとを備え、 

前記マイクロコントローラは、 20 

外部装置と接続し、 

前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプ

ログラムコードを、前記外部装置から受信して、 

一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介してマッ

サージプログラムを実行する 25 

ように構成される、マッサージ装置。」 
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⑵ 相違点１ 

本件訂正発明１は、「前記マイクロコントローラは、前記マッサージ装置にお

いて最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリと、外

部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムを保存す

る第２のメモリとを備え、前記リモートコントローラは、前記第１のメモリま5 

たは前記第２のメモリに保存されたマッサージプログラムと関連付けられてい

るアイコンのグラフィカルコンテンツを保存する内部メモリを備え」、「マッサ

ージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付け

られたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で」前記外

部装置から受信して「前記マッサージプログラムを前記第２のメモリに保存し、10 

前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンのグラフ

ィカルコンテンツとを復号し、」「前記リモートコントローラとの通信を確立し、

復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコント

ローラの前記内部メモリに保存し、前記復号されたマッサージプログラムを前

記マイクロコントローラの前記第２のメモリに保存するように構成され」、「前15 

記リモートコントローラは、前記内部メモリに保存された前記アイコンの前記

グラフィカルコンテンツを表示し、前記表示されたアイコンに対するユーザの

操作を受け取り、前記表示されたアイコンに対する前記ユーザの操作を受け取

ったことに応答して、前記第２のメモリに保存された前記復号されたマッサー

ジプログラムを選択するために前記リモートコントローラから前記マイクロコ20 

ントローラに信号を送信するように構成され」ており、前記マッサージ部を介

して実行される前記マッサージプログラムが「復号された」ものであるのに対

し、甲１発明は、そのように特定されていない点。 

⑶ 相違点２ 

マイクロコントローラに関し、本件訂正発明１は、「縮小命令セットコンピュ25 

ータである」のに対し、甲１発明は、縮小命令セットコンピュータであるかは
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明らかでない点。 

４ 相違点についての検討（本件審決第８の６⑶ウ、審決書９１～９５頁） 

⑴ 相違点１について 

ア アイコンとは、「コンピュータに与える指示・命令やファイル・プログラ

ムなどをわかりやすく記号化した図形。絵文字。」（広辞苑第７版、株式会社5 

岩波書店）を意味するところ、甲１の１には、図形が記されたボタン１９６

７を選択すると、ユーザは個別の治療又はマッサージプログラム画面１８２

８である「エスプレッソショット」と呼ばれる画面に移動することが記載さ

れているから（図１８Ａ、段落［０１２５］）、甲１の１のプログラムは、ア

イコンによって選択されることが予定されているものであるといえる。そし10 

て、甲１の１には、プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコ

ンテンツをどのように入手するかは記載されていないが、リモコン端末に表

示されたアイコンによってプログラムを選択するシステムにおいて、制御装

置がプログラムコードを受信する際に、当該プログラムと関連付けられたア

イコンのグラフィカルコンテンツを合わせて受信して、当該アイコンを制御15 

装置からリモコン端末に送るようにすることは、甲２及び甲３に記載されて

いるように周知の技術的事項であり、甲１発明にこのような周知技術を適用

することは、当業者が容易に想起し得たものと認められる。 

イ 甲２８（特開２０００－２７６４５７号公報）には、「なお、インターネ

ットを安価な通信媒体として利用する場合には、通信経路からのデータ漏洩20 

から守るために、送信データを暗号化して送信することが行なわれている

が、このようなデータの暗号／復号化は、システムのいろいろなレベルで行

なわれている。例えば、通信ソケットレベルで行なわれる暗号化サービスと

してＳＳＬ（ｓｅｃｕｒｅ ｓｏｃｋｅｔｓ ｌａｙｅｒ）が知られて

（略）いる。」（段落【０００７】）と記載され、甲２９（特開２００６－１25 

９１１８９号公報）には、「パスワードはセッション記述プロトコル（ＳＤ
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Ｐ）に暗号化された文字列として記載される。インターネットにおけるデー

タ通信の暗号方式として広く使われているＳＳＬ（ｓｅｃｕｒｅ ｓｏｃｋ

ｅｔ ｌａｙｅｒ）プロトコルを使ってセッション記述を暗号化することで

より安全にデータ送信を行うことも可能である。」(段落【００２７】)と記

載されており、これらの記載から、インターネット等の通信では、情報保護5 

のために、ＳＳＬ（ｓｅｃｕｒｅ ｓｏｃｋｅｔｓ ｌａｙｅｒ）などの暗

号化／復号技術が広く行われていることが認められる。 

また、甲２６（特開２００７－２３３４２６号公報）には、「このような

プログラム配信サービスにおいて、配信されるプログラムはそのプログラム

の開発者の知的財産権で保護されており、これを悪意のある攻撃者が盗聴す10 

ることは防がなくてはならない。また、悪意のある攻撃者により改ざんされ

たプログラムが、利用者やアプリ製作者の意図しない動作をすることを防が

なくてはならない。これらを実現するために、従来の電子機器は以下のよう

な機能を備えている。」（段落【０００３】）、「暗号化したプログラムをダウ

ンロードし、端末内部で復号することにより、通信途中の盗聴、改ざんを防15 

止する。」（段落【０００４】）と記載され、甲２７（特開２００８－０１７

４６２号公報）には、「さらに、家電機器用ソフトウェアの更新を行うに

は、配信されるソフトウェアに対するセキュリティも重要である。例えば、

悪意の第三者の操作により、配信されるソフトウェアに不正なコードが混入

されてソフトウェアが改ざんされたり、配信される情報の中からその家電機20 

器に関するノウハウやアルゴリズムなどの秘密情報が解読されたりすること

は、確実に防止されなければならない。そのためには、ソフトウェアおよび

それに付随する情報は、配信の際に暗号化する必要がある。」（段落【０００

６】）、「（略）暗号鍵で暗号化されたダウンロードモジュールを受信して

（略）暗号鍵でダウンロードモジュールを復号化する。（略）」（段落【００25 

０７】）と記載されており、これらの記載から、装置の外部からプログラム
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等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信し、受信した装

置で復号すること（暗号化／復号技術）も、コンピュータ（コンピューティ

ング）技術ないしデータ通信技術の技術分野において極めて周知の技術であ

ることが認められる。 

そうすると、甲１発明の治療用健康装置は、マッサージプログラムのプ5 

ログラムコードを、インターネット等を通じて受信するものであるところ

（段落［００２９］）、上記のとおり、インターネット等の通信では、情報保

護のために、ＳＳＬ（ｓｅｃｕｒｅ ｓｏｃｋｅｔｓ ｌａｙｅｒ）などの

暗号化／複号技術が広く行われており、しかも、上記のとおり、装置の外部

からプログラム等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信10 

し、受信した装置で復号すること（暗号化／復号技術）も、コンピュータ

（コンピューティング）技術ないしデータ通信技術の技術分野において極め

て周知の技術であるから、甲１発明において、ダウンロードに際して、当該

周知の暗号化／復号技術を採用することは、当業者が適宜なし得た設定的事

項にすぎないというべきである。 15 

ウ さらに、ダウンロードしたプログラムをメモリに保存することは、通常行

う事項であり、甲１発明においても当然実行しているものと認められるとこ

ろ、甲１の１の［００３８］に、治療機構２６０、２６５の動作を実行させ

る主データ処理装置２００が記載されており、［００４３］に、治療健康装

置の処理装置が「プログラムされ」ていること、及び「事前にプログラムさ20 

れ」ていることが記載されていることからみて、甲１の１には、「事前にプ

ログラムされた、治療機構の動作を実行されるプログラム」が記載されてお

り、プログラムがメモリに保存されるのは技術的にみて当然であることか

ら、プログラムを保存する第１のメモリも甲１の１に記載されているといえ

る。 25 



 

70 
 

そして、マッサージプログラムを保存するメモリを設けるにあたり、保

存する内容に応じて適宜メモリを分けて用いることは慣用手段であることを

踏まえれば、上記相違点１のように、メモリとして第１のものと第２のもの

とを設け、上記２種類のマッサージプログラムを各々別のメモリに保存する

よう構成することは、当業者であれば適宜なし得た設計的事項にすぎない。 5 

エ 本件訂正発明１において、「アイコンのグラフィカルコンテンツ…をリモ

ートコントローラの前記内部メモリに保存すること」が特定されているが、

アイコンはプログラム選択という操作に利用されるものであり、甲１発明に

おいては、操作手段としてリモートコントローラ（タブレットコンピュータ

またはスマートフォン１９０）を有しているのであるから、アイコンによっ10 

て選択されることが予定されているプログラムをダウンロードした後、その

プログラムがアイコンによって選択できるように対処すべきことは、当業者

が当然考慮すべき普遍的な課題であるところ、その普遍的課題に照らして、

甲１発明に操作手段として備わっているリモートコントローラにアイコンの

グラフィカルコンテンツを保存することは、当然に考慮する設計的事項にす15 

ぎず、しかも、ダウンロードしたアイコンをリモートコントローラに保存す

ることも周知の技術である（甲２、甲３）。 

そして、そのような保存を行うに際して、マッサージプログラムに関連

付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを用いるリモートコント

ローラに、そのグラフィカルコンテンツを保存するためのメモリを内部メモ20 

リとして設けることは、当業者が適宜なし得たことにすぎない。 

また、マイクロコントローラが「前記リモートコントローラとの通信を

確立し」とは、本件明細書【００１９】の「リモートコントローラ１５０

は、マイクロコントローラ１３０と接続され得る。」との記載に照らせば、

マイクロコントローラがリモートコントローラと「接続」することと同義の25 

技術的事項であり、そのような両者の接続が確立された上で、復号されたア
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イコンのグラフィカルコンテンツと復号されたマッサージプログラムとを

各々メモリに保存することは、甲２及び甲３に記載された上記周知技術に基

いて当業者が容易に想到し得たことである。 

そうすると、「前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された

前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの5 

前記内部メモリに保存し、前記復号されたマッサージプログラムを前記マイ

クロコントローラの前記第２のメモリに保存する」ことは、当業者であれば

容易に想到し得たことである。 

オ そして、アイコンはプログラム選択という操作に利用されるものであり、

甲１発明においては、操作手段としてリモートコントローラを有しているの10 

であるから、甲１発明に上記周知技術を適用し、アイコンによって選択され

ることが予定されているプログラムをアイコンによって選択できるように対

処すべきことは、当業者が当然考慮すべき普遍的な課題であることに照らせ

ば、上記相違点１において特定されるリモートコントローラの動作は、その

ようなアイコンの通常の操作方法及び当該操作に伴う動作を特定したものに15 

すぎない。 

カ 以上のとおりであるから、甲１発明において、上記相違点１に係る本件訂

正発明１の構成とすることは、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載された周

知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術に基づいて、当業者が容

易に想到することができたものというべきである。 20 

⑵ 相違点２について 

本件特許の出願時において、プロセッサアーキテクチャとしてはＲＩＳＣ（縮

小命令セットコンピュータ）が主流となっており、また、マッサージ装置の技

術分野においてＲＩＳＣを用いることも周知の技術であったから、甲１発明に

おいて、治療プログラムを実行する主データ処理装置２００（マイクロコント25 

ローラ）としてＲＩＳＣを採用し、相違点２に係る本件訂正発明１の事項とす
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ることは、当業者が容易になし得たことである。 

⑶ 効果の検討 

本件訂正発明１の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載された

周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２

及び甲２５の１、２に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想5 

到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 

５ 本件訂正発明１についてのまとめ（本件審決第８の６⑶エ、審決書９５頁） 

以上のとおり、本件訂正発明１は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載された

周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及

び甲２５の１、２に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をするこ10 

とができたものである。 

６ 本件訂正発明４ないし６、８ないし１３について 

⑴ 本件訂正発明４について（本件審決第８の６⑷、審決書９５～９６頁） 

ア 対比 

本件訂正発明４と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２で15 

相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 

（相違点３） 

本件訂正発明４は、「前記マッサージ装置が無線通信インターフェースを

さらに含み、前記マイクロコントローラが前記無線通信インターフェースを

経由して前記マッサージプログラムを前記外部装置から受信する」のに対し、20 

甲１発明は、そのように特定されていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２についての検討は、上記４のとおりである。 

(ｲ) 相違点３について 

甲１の１には、無線通信インターフェースを利用する点が記載されてい25 

る（特に、［００３１］、［００３７］等参照。）。当該無線通信インターフェ
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ースをどこに配置するかは当業者が適宜選択し得る事項であり、マイクロ  

コントローラに配置することにより格別な効果を奏するものでもない。 

(ｳ) 効果の検討 

そして、本件訂正発明４の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲３

に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、5 

甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術の奏する効果か

ら当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものである

とはいえない。 

ウ 本件訂正発明４についてのまとめ 

以上のとおり、本件訂正発明４は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載さ10 

れた周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の

１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易

に発明をすることができたものである。 

⑵ 本件訂正発明５について（本件審決第８の６⑸、審決書９６～９７頁） 

ア 対比 15 

本件訂正発明５と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１ないし

３で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 

（相違点４） 

本件訂正発明５は、「前記無線通信インターフェースはブルートゥースイ

ンターフェースおよび/またはWi-Fiインターフェースを含む」のに対し、甲20 

１発明は、そのように特定されていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１ないし３についての検討は、上記４、６⑴イのとおりであ

る。 

(ｲ) 相違点４について 25 

甲１の１には、ブルートゥースインターフェースおよび／またはWi-Fi
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インターフェースを利用する点が記載されている（特に、［００３１］、［０

０３７］等参照。）。これらの無線通信インターフェースは周知であるから、

当該周知の事項を用いることは、当業者が容易に想到し得たことである。 

(ｳ) 効果の検討 

そして、本件訂正発明５の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲３5 

に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、

甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術の奏する効果か

ら当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものである

とはいえない。 

ウ 本件訂正発明５についてのまとめ 10 

以上のとおり、本件訂正発明５は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載さ

れた周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の

１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に

発明をすることができたものである。 

⑶ 本件訂正発明６について（本件審決第８の６⑹、審決書９７～９８頁） 15 

ア 対比 

本件訂正発明６と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２で

相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 

（相違点５） 

本件訂正発明６は、「前記マイクロコントローラが前記マッサージプログ20 

ラムを前記外部装置から受信する際に経由するユニバーサルシリアルバスイ

ンターフェースをさらに含む」のに対し、甲１発明は、そのように特定され

ていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２についての検討は、上記４のとおりである。 25 

(ｲ) 相違点５について 
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甲１の１には、ユニバーサルシリアルバスインターフェースを利用する

点が記載されている（特に、［００３０］、［００６８］等参照。）。甲１発明

に当該ユニバーサルシリアルバスインターフェースを適用して、相違点５

に係る本件訂正発明６の事項とすることは、当業者であれば容易に想到し

得たことである。 5 

(ｳ) 効果の検討 

そして、本件訂正発明６の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲３

に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、

甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術の奏する効果か

ら当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものである10 

とはいえない。 

ウ 本件訂正発明６についてのまとめ 

以上のとおり、本件訂正発明６は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載さ

れた周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の

１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に15 

発明をすることができたものである。 

⑷ 本件訂正発明８について（本件審決第８の６⑺、審決書９８頁） 

ア 対比 

本件訂正発明８と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２で

相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 20 

（相違点６） 

本件訂正発明８は、「前記アイコンは、ビットマップファイルとして定義さ

れている」のに対し、甲１発明は、そのように特定されていない点。 

イ 相違点６についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２についての検討は、上記４のとおりである。 25 

(ｲ) 相違点６について 
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アイコンをビットマップファイルとすることは、先行技術文献を挙げる

までもない周知の技術であるから、当該周知の技術を用いることは、当業

者が容易に想到し得たことである。 

(ｳ) 効果の検討 

そして、本件訂正発明８の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲３5 

に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、

甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術の奏する効果か

ら当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものである

とはいえない。 

ウ 本件訂正発明８についてのまとめ 10 

以上のとおり、本件訂正発明８は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載さ

れた周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の

１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に

発明をすることができたものである。 

⑸ 本件訂正発明９について（本件審決第８の６⑻、審決書９８～９９頁） 15 

ア 対比 

本件訂正発明９と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２で

相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 

（相違点７） 

本件訂正発明９は、「前記リモートコントローラは、前記マッサージプログ20 

ラムを実行するために選択可能な、前記内部メモリに保存された前記アイコ

ンを表示するように機能するディスプレイ画面を有する」のに対し、甲１発

明は、そのように特定されていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２についての検討は、上記４のとおりである。 25 

(ｲ) 相違点７について 
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甲１の１には、タブレットコンピュータまたはスマートフォン１９０が、

アイコン等を表示するためのディスプレイ画面を有する点が記載されて

いる（例えば、ＦＩＧ．１８Ａ等参照。）。甲１発明に当該アイコン等を表

示するためのディスプレイ画面を適用して、上記相違点７に係る本件訂正

発明９の事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 5 

ウ 効果の検討 

そして、本件訂正発明９の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲３に

記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲

２１の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術の奏する効果から当

業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはい10 

えない。 

エ 本件訂正発明９についてのまとめ 

以上のとおり、本件訂正発明９は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載さ

れた周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の

１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に15 

発明をすることができたものである。 

⑹ 本件訂正発明１０について（本件審決第８の６⑼、審決書９９～１００頁） 

ア 対比 

本件訂正発明１０と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２

で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 20 

（相違点８） 

本件訂正発明１０は、「マッサージチェアとして構成された」のに対し、甲

１発明は、そのように特定されていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２についての検討は、上記４のとおりである。 25 

(ｲ) 相違点８について 
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甲１の１には、治療用健康装置１００がマッサージチェアである点が記

載されている（特に、［００２９］、ＦＩＧ．１参照。）。甲１発明の治療用

健康装置１００を具体的にマッサージチェアとして構成して、上記相違点

８に係る本件訂正発明１０の事項とすることは、当業者であれば容易に想

到し得たことである。 5 

(ｳ) 効果の検討 

そして、本件訂正発明１０の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲

３に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲

８、甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術の奏する効

果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なもので10 

あるとはいえない。 

ウ 本件訂正発明１０についてのまとめ 

以上のとおり、本件訂正発明１０は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載

された周知技術、甲２６ないし甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１

の１、２及び甲２５の１、２に記載された周知技術に基いて、当業者が容易15 

に発明をすることができたものである。 

⑺ 本件訂正発明１１について（本件審決第８の６⑽、審決書１００～１０１頁） 

ア 対比 

本件訂正発明１１と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２

で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 20 

（相違点９） 

本件訂正発明１１は、マッサージ装置に加えてさらに「第１および第２の

サーバコンピュータと、前記マッサージプログラムを購入するために前記第

１のサーバコンピュータと取引を実施し、前記マッサージプログラムを前記

第２のサーバコンピュータからダウンロードし、前記マッサージプログラム25 

を前記マッサージ装置に転送するように機能する端末装置」「を備える」「マ
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ッサージ関連サービスを提供するシステム」であるのに対し、甲１発明は、

そのように特定されていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２についての検討は、上記４のとおりである。 

(ｲ) 相違点９について 5 

プログラムをダウンロードするシステムにおいて、購入手続き用のサー

バコンピュータと、プログラム・ダウンロード用のサーバコンピュータと

を利用することは、周知の技術である（特に、甲５の【０００７】、甲６の

【００２４】、甲７の【００５２】－【００５３】参照。）。 

また、甲１の１には、外部計算装置１７０を介して遠隔地の電子設備と10 

接続する点が記載されている（特に、［００７２］参照。） 

甲１発明の治療用健康装置１００を、外部計算装置１７０を介して遠隔

地の電子設備と接続するよう構成するとともに、プログラムをダウンロー

ドするシステムとして、購入手続き用のサーバコンピュータと、プログラ

ム・ダウンロード用のサーバコンピュータとを用いる端末装置を具備させ15 

てシステムとすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 

(ｳ) 効果の検討 

そして、本件訂正発明１１の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲

３に記載された周知技術、甲５～甲７に記載された周知技術、甲２６ない

し甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５の１、20 

２に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範

囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 

ウ 本件訂正発明１１についてのまとめ 

以上のとおり、本件訂正発明１１は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載

された周知技術、甲５～甲７に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に25 

記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載され



 

80 
 

た周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 

⑻ 本件訂正発明１２について（本件審決第８の６⑾、審決書１０１～１０２頁） 

ア 対比 

本件訂正発明１２と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２、

９で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 5 

（相違点１０） 

本件訂正発明１２は、「前記端末装置は、インターネット接続を介して前記

第２のサーバコンピュータから前記マッサージプログラムをダウンロードし、

ブルートゥース接続を介して前記ダウンロードされたマッサージプログラム

を前記マッサージ装置に転送するように機能する」のに対し、甲１発明は、10 

そのように特定されていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２、９についての検討は、上記４、６⑺イのとおりであ

る。 

(ｲ) 相違点１０について 15 

甲１の１には、治療用健康装置１００へのデータ通信接続をBluetooth

とする点が記載されている（特に、［００３１］参照。）。 

また、インターネット接続を介したプログラムのダウンロードは周知の

技術である。 

周知のインターネット接続を介してマッサージプログラムをダウンロ20 

ードし、甲１発明の治療用健康装置１００に対してブルートゥース接続を

用いて当該マッサージプログラムを転送するよう構成することは、当業者

であれば容易に想到し得たことである。 

(ｳ) 効果の検討 

そして、本件訂正発明１２の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲25 

３に記載された周知技術、甲５～甲７に記載された周知技術、甲２６ない
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し甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５の１、

２に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範

囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 

ウ 本件訂正発明１２についてのまとめ 

以上のとおり、本件訂正発明１２は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載5 

された周知技術、甲５～甲７に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に

記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載され

た周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 

⑼ 本件訂正発明１３について（本件審決第８の６⑿、審決書１０２～１０３頁） 

ア 対比 10 

本件訂正発明１３と甲１発明とを対比すると、両者は、上記相違点１、２、

９で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 

（相違点１１） 

本件訂正発明１３は、「前記マッサージプログラムは、前記マッサージ装置

により復号可能な暗号化された形式で、前記端末装置にダウンロードされる」15 

のに対し、甲１発明は、そのように特定されていない点。 

イ 相違点についての検討 

(ｱ) 上記相違点１、２、９についての検討は、上記４、６⑺イのとおりであ

る。 

(ｲ) 相違点１１について 20 

上記４で検討したとおり、復号可能な暗号化された形式でダウンロード

されることは当業者が適宜なし得ることであるから、甲１発明において上

記相違点１１に係る本件訂正発明１３の事項とすることは、当業者であれ

ば容易に想到し得たことである。 

(ｳ) 効果の検討 25 

そして、本件訂正発明１３の奏する効果は、甲１発明並びに甲２及び甲
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３に記載された周知技術、甲５～甲７に記載された周知技術、甲２６ない

し甲２９に記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５の１、

２に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範

囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 

ウ 本件訂正発明１３についてのまとめ 5 

以上のとおり、本件訂正発明１３は、甲１発明並びに甲２及び甲３に記載

された周知技術、甲５～甲７に記載された周知技術、甲２６ないし甲２９に

記載された周知技術、甲８、甲２１の１、２及び甲２５の１、２に記載され

た周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 

７ 小括（本件審決第８の６⒀、審決書１０３頁） 10 

よって、本件訂正発明１、４～６、８～１３は、甲１発明及び周知技術に基い

て当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の

規定により特許を受けることができない。 

以 上 

  15 
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別紙３ 

甲１の１（米国特許出願公開第２０１１／００５５７２０号明細書）の記載事項 

（以下、翻訳のみを挙げる。翻訳は本件審決による。） 

 

[0029]図１に示す本発明の一実施形態は、治療用健康装置１００を備え、治療用健5 

康装置１００は、マッサージチェア、マッサージオットマン、または他の独立型治

療装置であるかどうかにかかわらず、接続できる装置を備え、接続できる装置は、

例えば有線接続１０２を介してパーソナルコンピュータなどの外部計算装置１７０

に接続でき、有線接続１０４を介してＬＡＮ・携帯電話ネットワーク・インタネッ

トなどのパブリック又はプライベートローカル又はワイドエリアデータネットワー10 

ク１８０に接続でき、又はタブレットコンピュータ又はスマートフォン１９０など

の無線トランシーバを含むデバイスへの無線接続を介して接続できる。多数の方法

と有線および無線データ通信接続のタイプは、関連するコンピューティングおよび

データネットワーキング技術の当業者にはよく知られている。 

[0030]治療用健康装置への接続は、例えば、周辺装置としての治療用健康装置によ15 

って構成され、治療用健康装置に組み込まれたユニバーサルシリアルバスすなわち

USBポートなどの有線ポート１０５、１１０または他の適切な接続を使用して確

立することができる。他の使用可能な有線接続方式には、イーサネットポート、

FireWire（IEEE 1394）ポート、標準の電話接続ポートなどがある。そのような

有線接続は、銅、光ファイバー、または他の任意の物理的伝送媒体を使用して実装20 

することができる。 

[0031]上記のように、治療用健康装置へのデータ通信接続はハードワイヤードであ

る必要はなく、代わりにまたは追加でワイヤレスであってもよく、治療用健康装置

の内部または接続されたトランシーバーを特徴とし、Bluetooth、Wi-Fi（IEEE 

802.11）、 ZigBee（IEEE 802.15.4）、またはGSM（2G）、IMT-2000（3G）、また25 

はIMT Advanced（4G）モバイルテレフォニーなどのワイヤレスRF標準を実装す
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る。その他の使用可能なワイヤレス接続には、光学または赤外線トランシーバーが

含まれる。同様に、有線、赤外線、光、RFワイヤレスなどのその他のデータ通信

システムも将来開発される可能性が高く、データ通信またはネットワーキングに適

したそれらのいずれも、本発明の実施形態で使用できる。このような通信接続は、

着信データまたは発信データのいずれかのみを処理する単方向の場合もあれば、着5 

信データと発信データの両方を処理する双方向の場合もある。 

[0037]治療用健康装置および補助デバイスが、ワイヤードネットワークの図１に示

されている。本明細書に記載されているすべてのデータ接続と同様に、治療用健康

装置と補助デバイスとの間のすべての接続は、無線だけでなく有線でもよい。した

がって、図１０は、本発明の別の実施形態を示し、治療用健康装置１０００、無線10 

外部計算装置１０９０、および補助デバイス１０４０から１０５２は、ブルートゥ

ース接続規格の下で確立され、無線ピコネットを形成する無線トランシーバ１０３

２を介して一緒に接続される。そのような構成では、治療用健康装置のワイヤレス

トランシーバは、治療用健康装置１０００自体の内部に収容されるか、または接続

された外部ドングル１０３０に含まれ得る。このようなピコネットでは、どのデバ15 

イスもマスターまたはスレーブとして動作する。 

治療用健康装置の内部装置  

[0038]図２に示すように、本発明の１つまたは複数の実施形態による治療用健康装

置は、外部計算装置またはデータ通信ネットワークから着信データを受信するとと

もに、発信データを送信するための、主要データ通信接続またはアンテナ２１０お20 

よび一次データ通信処理装置２１５を備える。それは、さらに、入力データを処

理、変換、または解釈して治療用健康装置の動作に関連する構成と動作に変換し、

コマンド接続２３０を介した信号によって治療機構２６０、２６５と位置決め機構

２７０にそのような構成と動作を実行させる主データ処理装置２００を備える。例

えば、マッサージ機構および位置決め機構などのアイテムはマッサージ装置に最も25 

関連しているが、他のタイプのウェルネス療法を実施するための他の同等のメカニ
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ズムを、他のタイプの治療用ウェルネス装置に加えて、またはそれらの代わりに使

用することができる。主データ処理装置２００はまた、データ接続２４０を介して

センサ２５０、２５５からのデータ、ならびに治療用健康装置および治療使用情報

および構成を処理および解釈し、それを出力データに変換する。本発明による治療

用健康装置は、外部データ通信接続またはアンテナ２２０と、外部データを外部補5 

助デバイスまたはデイジーチェーン治療用ウェルネスデバイスから受信および送信

データを送信するための二次データ通信処理装置２２５とをさらに備え得る。二次

データ通信処理装置２２５は、一次データ通信処理装置２１５および／またはメイ

ンデータ処理装置２００と直接通信することができる。 

[0039]治療用健康装置内の通信装置および／またはデータ処理装置は、データ通信10 

接続自体をサポート、維持、または強化するために使用することもできる。そのよ

うな装置は、接続でセルフテストを実行して、正しく動作していることを確認す

る。また、USBまたはBluetooth接続を特徴とする実施形態では、装置またはソフ

トウェアは、「プラグアンドプレイ」または照会／ページング構成でそのような接

続をそれぞれサポートして、治療用健康装置の外部計算システムへの統合を自動化15 

することができ、ユーザーやオペレーターが手動で接続したり、個別のソフトウェ

アデバイスドライバーを指定してインストールしたりする必要がなくなる。 

[0040]治療用健康装置内の通信装置およびデータ処理装置は、例えば、１つまたは

複数のマイクロプロセッサ、プログラマブルロジックデバイス、または特定用途向

け集積回路によって制御され得る。このようなデータ処理装置は、不揮発性メモリ20 

をさらに特徴として、デバイスから電力が除去された場合でも、プログラムおよび

データが治療用ウェルネスデバイスに存続できるようにすることができる。本発明

の一実施形態では、通信装置２１０、２１５、２２０および２２５は、主データ処

理装置２００と統合され、すべての装置は、共通のハードウェアおよび／またはソ

フトウェアを使用して一緒に実装され得る。対照的に、別の実施形態では、通信装25 

置２１０、２１５、２２０、および２２５は、主データ処理装置２００とは別個に
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設計および／または実装され、別個に存在していた既存のユニットまたは以前に設

計または製造された治療用健康装置のモデルに統合または改造することができる。

そのような既存の治療用ウェルネスデバイスは、ハードワイヤードのリモートコン

トロールボックスで機能するように設計されている可能性があり、そのような製品

構成は、本発明の実施形態によって効果的に使用できる。 5 

[0041]本発明の一実施形態では、治療用健康装置内の通信装置および／またはデー

タ処理装置内のソフトウェア機能は、製造時に永続的に固定および制限されず、デ

ータ通信接続自体を介してリモートで交換またはアップグレードされ得る。そのよ

うなリモートファームウェアまたはソフトウェアのアップグレードまたは交換のた

めの特定のメカニズムおよび手順は、関連するコンピューティングおよびデータ通10 

信技術の当業者にはよく知られている。このようなアップグレードまたは交換は、

ユーザーやオペレーターが手動で開始したり、ユーザーまたはオペレーターの制御

下にあるプライベートまたはパブリックデータネットワークを介してリモートで開

始したり、メーカー、ディストリビューター、またはその他のソフトウェアソース

によって自動的に実行したりできる。 15 

デバイスのコマンド、および既存の治療用健康装置シグナリングの模倣  

[0042]外部計算装置は、データ通信リンクを介してそれにコマンドを渡すことによ

り、治療用健康装置を制御し、これらのコマンドは、様々なレベルで治療用健康装

置のデータ処理装置によって解釈され得る。本発明の一実施形態では、処理装置の

内部プロセッサアーキテクチャを外部計算装置に「エクスポート」することがで20 

き、低レベルの基本コマンドは、個々のマイクロコントローラの命令と同じよう

に、治療用健康装置の処理装置に受け渡すことができ、データ処理装置内のマイク

ロコントローラまたはロジックチップにより直接実行される。別の実施形態では、

対照的に、より高いレベルまたは「マクロ」コマンドを治療用健康装置の処理装置

に渡すことができ、それにより単一のコマンドが治療用健康装置に比較的複雑な操25 
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作または一連の操作を実行させることができる。コマンドは、中間レベルの複雑さ

でもよい。 

[0043]データリンク用の通信処理装置と治療用健康装置の主処理装置との間のコマ

ンドレベルのマッチングは、データ通信リンクへのインターフェースが、治療用健

康装置のメインエレクトロニクスの一部として製造されておらず、治療用健康装置5 

とは別に、またはその改造として製造された状況では、非常に価値がある。データ

通信リンクで高レベルのコマンドアプローチを使用すると、有線リモートコントロ

ールボックスで使用するように設計およびプログラムされた治療用健康装置との便

利で効率的なインターフェースが可能になる。このような治療用健康装置の処理装

置は通常、定義された上位レベルのコマンドのセットに応答するようにプログラム10 

されており、有線リモートコントロールボックスの個々のボタンは通常、これらの

コマンドを押すとトリガーされるように配線されている。そのようなより高いレベ

ルのコマンドアプローチを使用する実施形態では、データ通信処理装置を、治療用

健康装置内の既存の事前にプログラムされたメイン処理ユニットに追加または改造

することができる。このような改造された装置は、有線リモートコントロールボッ15 

クスのボタンプレスをシミュレートする高レベルのコマンドを主処理装置に渡すこ

とができるが、有線リモートコントロールボックスを介して達成されるものを超え

て装置の機能を向上させることもできる。そのような装置は、有線リモートコント

ロールボックスに通常は配線されていない又は関連付けられていない高レベルのコ

マンドを渡すことができ、あるいは、リモートコントロールボックスの個々のボタ20 

ンを押して実際に生成できるものを超えた高レベルの「ボタンシミュレーション」

コマンドの組み合わせ又はシーケンスを渡すことができる。 

外部計算装置による治療用健康装置の制御  

[0047]図１に示すように、ローカルまたはリモートのいずれかの外部計算装置１７

０、１９０とデータ通信する治療用健康装置は、従来の手持ちリモートコントロー25 

ルボックス１６０に加えて、またはその代わりに、その外部計算装置から制御され
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得る。そのような外部計算装置は、あらゆる種類の計算装置を含むことができる。

それは、例えば、適切なソフトウェアがロードされた汎用コンピュータを含み、キ

ーボード１７５、マウス１７６、または音声認識装置１７４などのユーザーインタ

ーフェースデバイスによって操作されて、治療用健康装置のモードを設定したり、

コマンドを発行したりできる。手持ちリモートコントロールボックスと同じモード5 

及びコマンドであっても追加のモード又はコマンドであっても、それらの一部は、

手持ちリモートコントロールボックスから簡便に発行するには複雑すぎることがあ

る。それは、他の種類の計算装置をも含み得るものであり、例えば、パーソナルコ

ンピュータまたはビデオゲームコンソール１７０、またはスマートフォン、パーソ

ナルデジタルアシスタント（PDA）、ポータブル、ラップトップ、またはタブレッ10 

トコンピュータ、デジタルメディアプレーヤー、メディアリーダー、パーソナルデ

ジタルアシスタント、プログラム可能なワイヤレスリモートコントロール、または

同様の手持ちデバイスまたはモバイルデバイス１９０である。そのようなワイヤレ

スデバイスの例としては、カリフォルニア州クパチーノにあるApple Inc.のiPod、

iPad、iPhone製品、イリノイ州ショームバーグのMotorola、Inc.のDroidまたは15 

Milestoneまたは韓国のSamsung Groupのi7500などのAndroidオペレーティング

システムを実行している製品、Samsung Groupのi8910などのSymbianオペレー

ティングシステムを実行している製品、またはResearch in Motion of Canadaの

BlackBerryがある。有線または無線のデータ接続を使用して、治療用健康装置の

制御用に特別に設計されたハードウェアデバイスも使用できる。そのような外部計20 

算装置は、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラベースのデバイスに限

定されず、プログラム可能な論理デバイス、特定用途向け集積回路、または他の任

意の装置に基づくかどうかにかかわらず、計算が可能な任意のデバイスを含み得

る。 

[0049]外部計算装置１７０または１９０を介した制御は、ハードワイヤードの手持25 

ちリモートコントロールボックス１６０を置き換えることができるが、治療用健康
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装置は、両方の制御ソースからのコマンドを受け入れるように構成することもでき

る。治療用健康装置は、たとえば、いずれかのユニットから発行された最新のコマ

ンドに応答するか、一方の制御ソースにのみ応答して一定期間または他の指示があ

るまで他のソースを「ロックアウト」するように指示するか、または他の方法また

はスキームで両方のソースからのコマンド入力を組み合わせる。同様に、外部計算5 

装置とリモートコントロールボックスはそれぞれ、他の制御ソースによって実行さ

れるアクションを認識して対応でき、たとえば、他の制御ソースによって実行され

るコマンドまたはアクションが変更する。このような表示の更新は、治療用健康装

置における装置から生じたり、他の制御ソースから流れるコマンドデータをサンプ

リングまたは「スニッフィング」する各制御ソースから生じたり、または２つの制10 

御ソース間を直接流れるデータから生じる。２つの制御ソース間のデータ接続によ

り、追加タイプの機能とそれらの間の調整も可能になる。 

[0052]一実施形態では、図１４に示すように、ユーザーがグラフィックディスプレ

イと対話して選択を行うと、アプリケーションは、グラフィックオブジェクトの選

択またはドラッグなどのユーザー入力を受け入れ（１４０２）、そのような入力に15 

よって表される、ディスプレイ上のグラフィックオブジェクトの新しい値または位

置を決定する（１４０４）。アプリケーションは、スカラ、ベクトル、または他の

用語であるかどうかにかかわらず、新しいグラフィカルオブジェクト値と古いグラ

フィカルオブジェクト値の違いを決定する（１４０６）。アプリケーションは、グ

ラフィカルオブジェクトの違いを、治療用健康装置の現在の構成と、グラフィカル20 

オブジェクトのユーザーの操作に対応するデバイスの新しい構成との間の構成の違

いに変換する（１４０８）。そのような変換は、例えば、ルックアップテーブルま

たはプログラムされた式を介して達成され得るものであり、現在の構成を決定する

ために治療健康装置に問い合わせをするアプリケーションを含み得る。アプリケー

ションは、要求された構成変更を可能な構成と比較し（１４１０）、たとえば、加25 

熱パッドに２００度まで加熱するように命令する場合のように、要求された変更が
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治療用健康装置の能力を超える場合、構成の変更を修正又は制限（１４１２）す

る。一般に、アプリケーションは変更を変更して、デバイスで可能な要求された変

更に最も近い可能な変更にする。アプリケーションは、必要に応じて変更された構

成変更を、治療用健康装置で認識可能な１つまたは複数のコマンドに変換する（１

４１４）。この変換は、たとえばルックアップテーブルまたはプログラムされた式5 

を使用して実行することもできる。アプリケーションは、治療用健康装置に１つ以

上のコマンドを発行し（１４１６）、グラフィック表示も更新する。ディスプレイ

がデバイスの現在の構成に依存するように構成されていない場合（１４１８）、ア

プリケーションは、必要に応じて変更されたユーザーの入力に対応するように、デ

ィスプレイ上のグラフィックオブジェクトを更新するだけである（１４２０）。一10 

方、ディスプレイがデバイスの現在の構成を反映するように構成されている場合、

デバイスの構成変更が完了するまで（１４２２）、アプリケーションは変更の最中

にデバイスの現在の構成を取得し（１４２４）、現在のデバイス構成を反映するデ

ィスプレイを更新する（１４２６）。このようにして、ディスプレイは、治療用健

康装置の動きまたはその他の変化を、発生時にリアルタイムで示す。 15 

リモートおよび複数の外部コンピューティング装置と治療用健康装置  

[0063] 治療用健康装置の制御は、特定の外部コンピューティング装置から直接、

またはマルチホップ、デイジーチェーン、または他のデータ通信トポロジを使用し

て間接的に、異なる外部コンピューティング装置からの制御を可能にすることがで

きる。たとえば、スマートフォンまたは同様のポータブル外部コンピューティング20 

装置は、Bluetoothワイヤレス接続などを介して治療用健康装置を直接制御すると

ともに、直接または他のコンピューティングデバイスと直接またはパブリックまた

はプライベートデータネットワークを介して他のコンピューティング装置と接続で

きる。そのような構成では、別のコンピューティング装置を使用して、ポータブル

外部コンピューティング装置を介して間接的に治療用健康装置を制御することがで25 

きる。また、外部のコンピューティング装置は、間接的に制御するデバイスから治
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療用健康装置にコマンドとデータを直接中継するか、または治療用健康装置の派生

されたまたは変換されたコマンドとデータに送信する前にフォーマット間で解釈、

変換、または処理するために使用できる。同様の複数の無線または有線接続は、外

部コンピューティング装置がより大型のデスクトップコンピューターである場合

に、間接制御にも使用できる。 5 

[0068]特定の治療用健康装置を使用する以外に、ユーザーは定義済みの治療プリセ

ットを取得するか、以下で説明するように、定義済みの治療プログラムまたはシー

ケンスを取得して、ホテル、空港のラウンジ、公共のマッサージやセラピー施設、

キオスク、飛行機、その他の移動手段にある公共施設の治療用健康装置を含む他の

場所で使用できる他の治療用健康装置に転送できる。このような転送は、CD、デ10 

ータカード、USBフラッシュドライブなどのデータ保持メディアの使用、または

カードスワイプまたは近接キーチェーンデバイスによって開始されるネットワーク

データ転送などのハイブリッド転送デバイスまたはプロセスによって、プライベー

トまたはパブリックデータネットワーク全体で直接行われる場合がある。外部計算

装置は、そのような公的に利用可能な治療用健康装置の使用に対するユーザーの支15 

払いを支援することもできる。 

治療プログラムまたはシーケンス、およびマルチメディアプログラミング配信  

[0071]マッサージや関連する活動や構成など、さまざまな治療のための治療用健康

装置コマンドのプログラムまたはシーケンスが定義され、外部計算装置に関連付け

て使用される。このプログラムまたはシーケンスは、さまざまな活動や構成を治療20 

用健康装置に順次指令するために外部計算装置によって使用されてもよいし、その

治療用健康装置又は他の治療用健康装置による事後的な実行のために一度にその治

療用健康装置にダウンロードされてもよい。そのような治療プログラムまたはシー

ケンスは、外部計算装置で構成または定義することができる。そのような構成は、

プログラミング言語に類似したテキストベースの治療ウェルネスデバイスのコマン25 

ド言語を使用することによって達成することができる。この言語は、プロのプログ
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ラマーではないユーザーが自分の治療プログラムまたはシーケンスを作成するのに

十分なほどシンプルでよい。そのような構成は、代替的又は追加的に、グラフィカ

ルコンパイラーを使って構成される。治療用健康装置のモデル、マップ、グラフィ

ック描画が、所望の治療プログラム又はシーケンスを組みたてるためグラフィカル

コンパイラーにおいて操作される。そのような治療プログラムまたはシーケンスは5 

また、時系列で様々な構成および活動を想定し、保持および共有または後で使用す

るためにそのようなシーケンスを同時に「記録」または「取得」するように治療用

健康装置に命令するユーザーによって定義されてもよい。そのようなシーケンスま

たはプログラムは、外部計算装置を介して、パブリックまたはプライベートデータ

ネットワークを介して他のユーザーと共有できる。たとえば、健康をテーマにした10 

ブログやフォーラム、またはMySpaceまたはTwitterのようなソーシャルネットワ

ーキングサイトなどに投稿することで、他の治療用健康装置のユーザーや友人との

ソーシャル目的で共有できる。 

[0072]プログラムまたは治療用健康装置コマンドのシーケンスは、外部計算装置に

ダウンロードすることも、遠隔地から治療用健康装置に直接ダウンロードすること15 

もできる。それらは、ユーザーの要求によって「プル」される場合と、遠隔地から

発信された送信で「プッシュ」される場合がある。遠隔地には、治療用健康装置の

製造業者や販売業者、またはサードパーティの治療プログラムの開発者やプロバイ

ダーによって管理されているWebサイトや電子設備が含まれてもよい。複数の治療

用健康装置の制御と組み合わせることで、視聴覚プログラムや治療プログラムの配20 

布は、たとえば、販売促進において、治療用健康装置や、複数の異なる小売サイト

で同時に実施される治療セッションがマーケティングの誘因として提供される他の

製品の視聴覚販売デモを可能にするアプリケーションを見つける。複数の治療用健

康装置の制御と連携したこのような分散型の視聴覚プログラムは、共有のコンピュ

ータ画面の形をとることができ、制御された治療用健康装置を使用または関連する25 

人々は、指令又は他の目的のための中央制御サイトで操作画面が操作されているこ
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とを確認できるようになっている。そのような「分散型スクリーン」はさらに、他

のサイトにいる人々がそのようなスクリーンの制御に参加することを可能にし、し

たがって、１つまたは複数の治療用健康装置の制御に参加することを可能にする。 

[0073]このようなプログラムまたはシーケンスは、一般に公開される可能性があ

り；例えば、フィットネス、治療、またはリラクゼーションのコミュニティの著名5 

人が好むまたは採用するマッサージシーケンスの「スクリプト」は、一般に公開さ

れてもよい。他方、特定のプログラムまたはシーケンスは、特定のユーザーまたは

複数のユーザーのために特に構築されてもよい。一実施形態では、図１５に示すよ

うに、患者は、特定の症状または状態を医療提供者に報告する（１５０２）。医療

提供者は、特にその患者に対して、報告された症状または状態に対応するための治10 

療用健康装置の最適な専門プログラムまたはシーケンスを決定する（１５０４）。

もし（１５０６）、そのようなプログラムまたはシーケンスがすでに存在する場

合、医療提供者はそれを選択する（１５０８）。そのようなプログラムまたはシー

ケンスが存在しない場合、医療提供者はそれを構築する（１５１０）。新しいプロ

グラムが構築された後、または、もし（１５１２）既存のプログラムがコードまた15 

はパスワードでタグ付けされておらず、医療提供者、治療用健康装置の製造業者ま

たは販売業者、外部計算装置アプリケーションの製造業者または販売業者に属する

Webサイトなどの公的にアクセス可能なデータリポジトリに配置されている場合、

医療提供者（１５１４）は、プログラムをWebサイトまたは他の公的にアクセス可

能なデータリポジトリに配置し、プログラムにコードまたはパスワードを割り当て20 

る（１５１６）。医療提供者は、プログラムまたはシーケンスのコードまたはパス

ワードを患者に提供する（１５１８）。患者はウェブサイトにアクセスし（１５２

０）、コードまたはパスワードを入力し（１５２２）、治療プログラムまたはシーケ

ンスをダウンロードし（１５２４）、プログラムまたはシーケンスを使用して（１

５２６）、治療用健康装置を操作する。 25 

外部計算装置上のソフトウェアアプリケーションのフロートとGUI画面の例 
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[0114]治療用健康装置を制御する外部計算装置のソフトウェアアプリケーションか

らのグラフィカルユーザインタフェース画面のチャートとフロー図が図１８Ａ－１

８Ｄに示されている。・・・ 

[0125]ホーム画面１８１４又は他の画面からユーザーが選択できる別の項目は、ユ

ーザーがカスタム療法又はマッサージ動作を迅速かつ容易に実行できるようにする5 

モードであり、混合可能な個別のマッサージ構成要素に基づいてカスタム療法又は

マッサージセッションを組み立てることができる。ホーム画面のボタン１９６７を

選択すると、ユーザーは個別の療法又はマッサージプログラム画面１８２８、ここ

では『エスプレッソショット』と呼ばれる画面に移動する。第１画面１８２８で

は、ユーザーは、病気又はユーザーが注意を望む身体の部分を選択することによっ10 

て、単一の療法又はマッサージ活動を選択することができる。この選択スキャン

は、人体図１９６８などのグラフィカル模様から作成される。あるいは、治療用健

康装置の図又は他の図を使用して、様々な治療またはマッサージ活動を示す様々な

場所を選択するために用いられ得る。これに関連して、人体部分の図又は他の図

は、ユーザーが選択を行うのを支援するために、色又は他のグラフィカル模様でコ15 

ード化されてもよい。 

以 上 


